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まえがき

最近の日本林政における最大の話題の一つは何といつても、 "林業の基本 

同題と基本対策 "をめぐる問題であつた。

この間題は、①日本経済の成長 と林産物需要構造の変化、 ②一般就業動向、 

③貴業動向が契桜となつて展開されたものであり、 そとでは基本問題と して、 

所得問題と需給問題の二者がと りあげられ、さらにその問題解決の支柱とし 

て、生産政策と構造政策の二つが設定されている。

とゥいつた '林業の基本問題と基本対策 "の内容は、 たしかに経済政策と 

して従来の林業政策より一歩前進しているといえる、 がしかし、 大胆な私見 

そ加えれば、林業それ自体の性格を忘却 して、あまりに農業政策の渦中に巻 

込 れす ざているものといわざるを得ない。

これ は基本的に は •、 上述したごと き 林業の基本冏题の原因 とな る林業構造 

○経済的性格の理解不足に起因 している。

しかしながらとれはあながち、 "林業基本問題と基本政策 "を策定し、推 

4した当局に全責任があるわけではな く、林学界も含めた林業部門の遅れに 

・ー半の責任はある ものといえる。

林業基本問遊と基本対策の論議は、一般的には、林業の遅れを世の讖者の 

周に刻み残すととになつたが、一層具体的な問題の一つとして、一体将来

○林業発展の担い手たる林業経営の規校階層は何にか○間題が残された」う 

思われる。皮内ない ゝ方をナれとの問題が未解決のま 、 で構造政策な ど 

とへゥのは、 それ自体ナンセンスなのであつた。

との間題は、別の姿現でい、あらわせ、例の大規模経営か家族経営的林 

Wンいずれ を どの程度で要視されるべき ○なのか、 ともいゝあらわしうる。

従来までとの問題をめぐる論議は一般的にいつて客観的、 理論的におとな 

っれてきたといっ上りも、あまりに政治的、感情的であったより忆感ぜられ

以上のごとき動向を背景として、 われわれは後れ駆せながら、 今後、 実館 

c調査する ととに上い、この 問題に対して 明確な見解 と 理解 を 得よ う と して 

◇るわけである。と ・でのレポー トは、先紋、 われわれの見門した静岡、愛

な らびに岩手県下における大規模経営に関ナる調査報告である。



正直のととろとの段階では、 ま だ上述のわれわれの調査命煙に対してﾡ一 

的で理論的な ヴィジ ヨンは得られてWない。 しかしわれわれはそれぞれ何等 

のかたちで有力な手掛りを得たとい っことは報告 しておかな くてはならない。 

これが、われわれの調査に当つて協力をいたゞいた各調査対象者、林業経営 

者協会な らびに各県林務関係機阿に対するせめても ○御恩返 しであると考え 

る。

戒後に、本レポートは静岡、愛知の ものについては主に高木、岩手のも○ 

につては吉沢が作成したとと を付記しておき たい。

1957 11
経済研究室 野村 羽 

高木唯夫
吉沢四郎
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静岡県関係 (その1 )

I 調査対象者

①氏名( 路号 )・K. F.
② 所有山林の所在地域、安部川流城

@ 他。K・ K氏は、最初家を相続する予定はな く、大学を卒業以来旧制 

商等学校で教ﾡをとつていたが、 兄の戦死その他の事情から、終戦直 

後止むをえず家に帰り林業経営に従事しは じめた。

I 所有山林の現祝

①面積。 台帳 908ha
実 測 796ha 一般的な傾向と反対に台帳面ﾡKに比べ 

て実測面積が1 2%滅少しており、 K ・K氏はと○特具性をとくに強調 

していた。

② 団地数お上び分散状祝況。筆数は1000 1ha以下のものが多く、 

団地数に して約 200 を数える。これらは、自宅(静岡 市)より

2 OKn 阿部川に沿つて入つた地点止 り、 上流に向って約 4 0K=の範囲、

1 7部商にまたがつて分散し立地している。

③ 主要樹種 と その面積割合

N一: 5 7 2 ha
L一: 217ha
他一: 7he

② 林令構成別面積割合

36～55年が51%、 約290ha (上記572heのりも)

⑥農 地

水 田一:なし

畑 地一:2〜3ha( 元苗床 )

m 経営の沿旅

旧幕時代に既に現在の林地面積の8 0%を所有していた。これらの土地 

は、明治の初期まで茶畑として茶の生産に利用し、しかも店を横浜に出
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して茶業を営んでた。 しかし明治1 7年とれに失敗して以来茶畑を山林 

に転換し、造林化をすすめた。この造林化は安部川流域では早い方であっ 

た。また所有地が比較的里山に近かつたと と も造林化をすナめるのに有利で 

あつた。

戦後間もなく して徴税された財産税、☆裕税は多額に○ほり、 とくに前 

者では全国でも上位の う ち の一 人だ といわれて いる。 とれ ら○納税のため 

に相当な林木の伐採を余儀なくされた(150ha、約28万m)。このため 

経営 を 構成 る要素の一つである 林 や 林木 蓄積の構成 に 対して 大きい影 

誓を与えた。

Sれ/加えて昭和34 年の伊勢ﾡ台風による風倒木の被害も大きかった。

今日に到つてもなか、これら受けた衝撃の処理を「地道に」ナすめてい 

る。 E氏は、 自己のとつているとの方向の意義を強調するとともに、他面、 

周囲の与論は、「 自分達にたW して無理に、表面的を近代化○ポーズをとら 

だろ 例えば、単に自動鋸を所有することで、その経営が近代

さ2つあると判断ナる 」が、 なぜ前述。 「地道な活動」を理 

解してくれないか、と力脱していた。

Y_育林生産

① 苗木の調達

受年や予定を前年の1 0月中にたて、必要量を苗木業者(県下常土宮 

市在住)に発注する。K氏は直接との業者の苗畑を見学した上て、苗木 

の購入をきめた。森林組合からは、 申込がおくれると悪い苗が配布され 

るので、購入していない。

②地ﾡ

時期一:1 月下旬〜る 月 中旬 (との地域は冬に雪が殆んどないので、 

この時期でも作業はできる。ただしこの時期は次に述べる植付、下刈な 

どとともに、との地方で盛んな茶生産の作業時期と密接に関連し合って

る。

注 との地方における茶摘み時期は、 任ほ任

一番茶摘み、 4月中、 下句～5月中、下旬

二番茶摘み、 6月下 旬～ 7 月 中旬

三番茶摘み、 8月中句

功程- :ha 当り1 0ヘ 最近作業の成結が よ くない。作業現場は管 

理人(後で説明ナる )に任せている。 小場作は行つていない。

③格 付

時期一： 3月下旬～4月中句に集中している。

功程一: 1日100本( 造林賃金 800円)

植裁面積一: 前述 したよ9 に財産税のため 150ha の林木 を伐採 し 

したが現在ま でに、既にその 9 ちの 100ha に植裁を終つた。このた 

めにまた、当初は年間1 2～20万本の苗木を投入して再途林化を急い 

だ。最近では年間 1 5 万〜 2. 0 万本平均を植裁 している。

②下 刈

時期一: 8月～9 (10)月。前述 したよ うに茶摘み作業しかも三番 

茶摘み (8月中句) ○関係で、下刈の適期に当る 7 月 に雇用労働力が充 

分調迷で き 、 上述の如 く 秋期にま でのびると とが余儀な くされている。 

③墓切り

見巡りのとき に行っ。

②除 伐

前述 したよっにる5～55 年生の林木が造林地の ゥ ちのを 占めてお 

か、他方残り の造林地は幼令林地である ため、現在のところ除伏対象林 

分が殆んどない。 とのょ らな事情からこの経営については除伏があまり 

間題になつていない。

の②枝 打

枝打を行わねばな ら ないへ林分ま たはその機会を逃 している林分が多く、 

早急に行うように計画していた矢先き、伊勢湾台風によって生じた被害 

オの処理に追われて末だとれを実行しないままになつている。 校打を突 

行する場合は自 分の考えで行 う ことは危険な ので、専間家を招く っもり 

Kしている。

®保 護

病虫害防除、火災の予防」: たえず山林を見巡つているので、 末なと 

れらの被害を要つていない。

の施 肥

施業を指導している東京農大8氏が、施肥は、 造林直後に行う上りは
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伏採前2～3年の場合が良と助言ざれたので、現在のととろ行つてい 

ない。 しかし肥培について大に関心にもつている。

V販 売

① 間伐、間俊材

ままで間伐をあま り行わなかつた。 今後とれをすナすナめるべく現在制 

印を打つための準備をしている。

② 主伐、主伐材

俊採箇所の選択順序- : 昨年 (36年5月) 東京浪大K教授の指導で 

経営案 を 作成 した ので、これにょっている。

伐採量- : 前述の如く財産税納入の際には約 150ha、2.8万mを 

伐採 した が、それ以降 は 毎年平均、面積にして1〜2ha 程度(昨年の 

主伐収入 8 0.0万円) となっている。

材積測定- : 学生の アルバ イ ト を用い伐採予定林分の立木材積の測定 

を行っている。後述るよ 9に販売方法は立木処分一本に絞っているた 

め、 K氏はとの立木材積測定ﾡ料を売却商談の適正な成立のための基改 

に用いている。

③販売方法

販売方法は原則として立木販売を採っている。この方法を採った理由 

につてKK氏は、実際に自分 で林業経営 に従事 して みる と 林内見巡り、 

造林作業の見巡 り な どいわゆる管理に当る部分が大き 業務内容だとい 

りととを知り、現在のととろとれに専念しており、 との業務で手一杯○ 

状線にある。 そのため販売に際して も 立木 を伐採 してﾡ材生奇を行い、 

紫材販売を行 うとい5 方法を採 りえないで、 いいかえる と楽材生産まで 

は担きれな く、 上述した x 9 に立木販売の方法を採つている。

買手は、地元にお•ける林業所得の増大を配慮 しよ う として、できる限 

り地元の素材業者を優先しているが、反面「商業道徳は都会の業者の方 

が秀れていり JためK.K氏は売払い業者の選択に苦慮している。

⑤ 市場、 価格にﾡナるが報

立木販売を行わ う とナる場合、前以って永森連の原木市先市堤の麻売 

状祝を1日がかりで見学し、 自己の販売予定立木と同じよりな材質、番 

級の素材の入札結果に注目し、校討している。 その他との市売市場から

週2回発行される入札結果カー ドを参考にしてる。

② 資金調達

資金調達はすべて自己資本で行つている。

u管 理

① 林地 境界 調査、経営案作成

前述したよっ C昨年 (365)、東京濃大K教授の指導のもとに経営 

突を作成した。

② 管理組縦

経営者(K氏)→ 管理人(&人)→人夫とれら管理人(数年前ま 

で8名へたが盗伐事件が発生し、 それに関係した2名を許めさせた ) は、 

前述した上 9 に十数部落に分散して立地している約2 0 0団地の林地を、 

数部落づつに区分し管理範囲と していおり、相互にとの範囲を侵さない 

上9にしている。 またとれら管理人は、 K氏の先代から代々管理人とし 

てK家と結ばれてなり、部落でも「種済力がありかつ人格の秀ている 

人達」が選ばれている。 しかしK氏は管理人と して若い技術者を採りた

と考えてみたが、先代から決められているこの組織を「ドライに割り

切れない」といつている。 '

報@一: 管理人にたいしては月絡制度を採っていない。この理由につ

てK.K.氏は、管理人か一 般の人夫と 同じよう に山林労務に従事すれば 

当然それに対する報例として査金を支払らが、それ桁加えて、管理へは 

その殆んどが、親族に製材、素材業者がいるので、自己の管理山林の立 

木 払下げ の 仲介 を 行う こと によ って かなり 恩恵 を り け てかり、また風側 

木○ﾡﾡな どは管理人の手取り と している。要する に、管理人はとの上 

うな利益をうけりるため、毎月定った報酬を出していない。

③経 理

範記形式による記帳は行つていないが、独自の裂領によつて収入、支 

出についての記ﾡは行つている。

収支の概算を、昨年 (36年) につてみてみると、取入面では立木 

販売8 0 0万円、支出面は、造林、保育費 100万円 税金17 0万F 
残りが 家計費 ブ ラ ス余剰 となつている。

u 経営者の意見(政策間題、経営間題)



林業生産を行2場というものは、元来閉された社会環境、 おくれた歴史 

的条件のなかにあるから、 これ従事している者は、 このよ5な浜ﾡ、条 

件のもとでその能力、 人格が評価されてきた。 例えば林業に従事している 

人達のなかには経済的に恵まれていて も 社会的にお くれているといら分等 

感を抱てるも のが多い。

林業を近代化するとっととは、 cox う な人間関係を矯正する ことが 

大切ではないかと考えている。

林業税制の問題につては、と く に現行の相続税制度を正面よ り受けた 

ことは前述したとかりだが、 との制度の厳 しさが頭から離れない。

最後に所有山林についてふれておく と、最初忆述べた ようにこれは十数 

部商にわたつて約2 0 0団地に分散している。しかして例えば人間の顔、 

かたちがそれぞれ違つているよ 9C、 とれら各山林の土地条件はそれぞれ 

発つているが、との違いをどのよ っに生してWけ適切な経営をナすめて 

^ く ととができるかをいつる考父つずけている。
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静岡県関係 ( その 2 )

I 調査対象者

①氏名(略号) s.U.
② 所有山林の所在地域。天竜市

④ 他。 S.U.氏は、大学卒業後銀行に入つり、銀行マンとしての豊富な 

経験を もっており、 現在は自 己 の 山林の経営 と と も C県におけるく つ 

かの林業関係団体の要職についている。

I 所有山林のﾡ況

①面積 見込450ha
② 団地数と分散状況。行政区域としては1力所(天ﾡ市)。団地散は、ﾡ 

所有山林の大部分が2集団に大別でき、面積的には、その1つは150 
ha 、 他の1つは250ha となつている。とく c川沿Wに多い。

③ 主要樹種とその面積割合

N-:400ha (っ ち最近の造林地 120ha)
L一: 5 0 ha

③ 林令構成別面積割合

Nの9 ち利用 できるもの(略230 年生以上 )は70ha ま た上述 

のごとく120ha は最近の造林にかかる幼令林地。

③著積量

2. 8 万m°
②農 地

な し

m 経営 の 沿革

明治2 0～る 0年代か ら大正2～3 年頃まで木材商米製材業を営み、そ 

○間一方では山林の売買をま た他方では植裁を推進 した。例えば植裁した 

面積は延に して2.000ha に及んだと推定されるが、極端な場合は植裁 

後5～6年で売却 した例も あった。製材業は氏に明治2 3 年に天电上流地 

城で始めた。

と の木材商兼製材業 に 加えて 回常問屋 も 行って いた。ナなわち上述の裁



材された材を含めて天竜地方で生産された材を東京ま で回灌していた。( 

このため当時における山林の附入は、流送に便利な よ 9 になるべく川沼い 

の○場所を選んだ。 しかし最近のよ 9に流送→ト ラック輸送に替り、それに 

伴つて建設された道路がとれら川沿いにある所布山林よ り も上方を通過ナ 

る よ っCなつたため、以前は便利が良いとされていた山林が現在では反対 

に不便になつている箇所が多い。 )

しかし大正初期の木材価格の暴落の影響を蒙り、製材業を止め、山林か

ら干拓事業に 方向 を 転換 した。 との事業の遊金に当てるため山林5 0ha
を別扱いにし た。事業は浜名湖に5 0 ha も○千拓に成功したが、終戦○ 

とき自発的に解放した。また上述50ha の山林は現在も社団の形式で別 

途扱いとして存続させている。

N青育 林生産

① 苗木の調達

森林組合を利用 してい る。商木価格 (37年) 1本7円

③植付

功程 - : 1日120 本程度、最近の造林計画は年当り 2～3ha
補植一:1 0%も枯れない。奥地の場合は補植を行わない。

@下刈
前述の如く干拓事業を行つていた戦前、 戦中は、 との事業に資金を要 

したので山林の手入れが行届かず、 かなり荒れていた。戦後手入九をな 

を始めている。

年数、時期一:植付けた翌年から～5年目までは修年1回、それ以後 

はる年に 1回程度行う。時期は8～9月 (なお附近でみられる中小規模 

の林業経営では年2 回の下刈 を行つている も のもいる)。

②湾切り
1 0年目頃に行 っ

5除 俊 :

②保 ﾡ

②施 肥

4年前よ り再造林地を対象に、 その 9 ち面稿的に約 Y2 にたいしてB 
付の際に施肥を行つてい る。

-10-

V販 売

① 間伐、間俊材

間伐回数の域も多い場合は、 主伐までに8回実行している。また最近に 

に至り 全山林について 間伐の 実行 を 一巡 し終つ た。

② 主伐、主伐材

s.u. 氏は近い将来父 T.U.氏か らこれらの山林を相続する立場にあり、 

その場合相続税の問題が起つて く るの○で、現在伐期に達した立木は猪余 

する ことなく 販売の対象に している。 なお売却した伐跡地には直ちに植 

付を行つている。

現地での売却は管理人にやらせている。

材積の測定- : 立木の段階でな く 素材忆なった段階で検知 して買手に 

渡している。

③ 伐出、運搬

自分で延長4. 0 0 0mの林道を敷いた (最近とれを地元の森林組合に 

寄付した)。

②販売方法

素材販売と立木販売の両者を併用 している。

買手は、古く よ り地元 (天竜市) で製材業を営んているもの一人に決 

めている (なおその工場の操業は、 U氏からの買入れた原木手当に大部 

分依存している )。

%っと も県森連の共販市場にも一部出 している。

前述 したよに U氏の山林は、 その主体が 2 っの集団から構成されて 

おり、面ﾡ的には 4 0 0 ha で全体の 9 0%に当つてるが、残り50 
ha は小面積に分散している。

さてと の分散 している50ha については、地元の森林組合に間伐材 

の販売のみならず、植付、 下刈などの育林関係の仕事をも依託している。

6 市場、価格に関する情報

県森連の業務に関係 してい る ので、県森速の共販市場から価格につい 

ての公表査料を得ている。

② 資金 調 達

原則的には自 己資本で行つているが、 造林の場合に一部融資を受けて



いる。

管 理

① 林地境界調ﾡ、経営案作成 

経営案は作成 していない。

② 管理組ﾡ

主管理人 ( 250haの団地の方の管理)

U氏一管理人< 労校者(30名)

(2名) 副管理人(150heの団地の方の管理)

2 名の管理人の う ち管理面積の大 き い方の管理人が主任のかたち 

ちで、全体の管理の中心の役を担っている。主管理人は那在で3代
・

目、副管理人の方は2代目に当つている。主管理人には3人の息子 

がいるがいずれも父親のも と で山林労務に従事し、管理人の助手○ 

役目を果 している。

報例- : 管理人2人には各毎月 1 万円 の 報例 を 出 している。それ 

以外 に間伐材を 有利に払下げるなど方法を 管理人kに 対してはきじて 

いるo
③経 理

年間経費の規模は、 造林費は1 0 0万円、諸税額合計は8 50万円と 

なっている。

②労 務

年雇労務者は30名で、彼等は一般にU家の山林労務への就業を、各 

自が冷細ながら営んでいる農作業に優先させている。

u 経営者の意見(政策問題、経営問題)

相続税上 り く る不安定性に 上 って、現在は山林を合理的に組織する以前 

の段階におかれている。

現行の相続税制に対応しながら税の経波を図るために、 現在の山林にお 

ける令級構成を低く しておく よ 9てしている。そのため前述の よ りに高令 

級の立木の伐扱をすすめ、 しか して他方新植地には施肥を行い成長を促進 

させている。

また前にふれたよ 9に現在山林はすべて父親 ( T.U.氏) の名儀になつて 

いるが:、 とれを自分が相続する場合、 上述の相続税などの関係でどれくら

の山林規模になるかが把振でき な。 そのため現在のと ころ将来を予想 

してどのよ うな林分構成を計画すればよ いかがわからない。

最初に述べた上 9 に 干拓事衆の基金 と して設けた5 0 ha の山林の取扱 

へにっいて、将来、現在の社団法人の形式を一層充実させよう と考えてい 

る。



静岡県関係 ( その 3 )

I 調査対象者

① 氏 名(略名) K.O.氏
② 所有山林の所在地域。天竜市

⑤ 兼営事業、製材工場(昭22年設立、 35PP)
④ 他 K.O.氏は、最近山林の相続を終えた。

I 所冇山林の現況

①面積 台帳 300ha
見込 350ha

② 団地数かよび分散状況

団地数は5団地に分れ、いづれも天ﾡ市T地区に立地しており、そo 
中で最も大きい団地面積は100ha に速している。

③ 主要樹種とその面積割合

ス ギ 70%(250ha)
ヒノキ 30%(100ha)

① 林令構成別面積割合

伐期以上 ( 4 0～8 0年) 林分........... 5%(170ha)
せ令林分........................................ 5 0 % (110 ha )
幼令林分........................................ 20%( 70ha)

② ぬ 地

水 田 10アール

畑 地 20アール

m 経営の沿革

○.家は代々山林経営を主体C しており、他に特記するよ 5な家業を営ん 

でなかつた。明治の初年には既に山林を所有しており、山林集積過程は 

明確ではないが、明治中期に比べると現在は 2倍になつている。

v 育林生産

© 苗木の調達

苗木業者から購入している (最近は年当り平均3万本)。

②地 持

時期〜： 3月

付

時期〜： 4月

補植は新植地の全面に対して行つている (補植割合1 0%)
②下 刈

時期〜 : 別に きまつていない。

回数〜:植えた翌年より 1 0年目までのあいだに行りが、 その9ち5 
～6年までは年2回刈つている (延回数にすると 1 s～1 4回となる)。

また下刈の方法は、 管理人の技術と経験を信用 して任せている。

下刈機は昨年購入 したが末だその成果をのべるまでには至つていない。

® 憂切、除伐、枝打

蔓切は下刈のと き に合せて行う。また除伐も行っており、校打はヒノ

*につてだけ行つている。

②肥 培

森林組合、林業事務所の指導では じめ、現在で7〜8年を経過してお

り、最近では大部分の新植地 ( 5～6 ha )について行っている。

V 販 売

① 間伐、間伐材

間伐を実行すべき対象林分があること、および、他方税金関係で主伐 

材に 比べて 間伐材 と して販売する方が税額の評価に際して有利なため等 

の理由で、 ままでは間代を強く行つてきた。

② 主伐、主伐材

伐期一:普通4 0年、 (地位の良所では30年の場合も僅かながら 

ある)。前述 した よ 9 に現在主伐の対象になつている林分は 4 0年〜 

70(80) 年生の範囲に及んでいる。

伐採箇所の選択順序- : 林分の林令構成を考慮に入れながら行うが、 

と く 成長の と まった林分を伐る xゥに している。

伐採量 ( 主間伐を合せた ) - : 年間約 1400～1700m
③ 伐出、運搬

原則と して業者Cや らせていろ。



③ 販売方法

販売方法は原則的には立木販売を採つている。

買手は地元の製材、素材業者 ( と く に前者が主 ) 4～5人程度。

決済は 3回払いでる カ月以内に終る。

なお立木材積の測定は売手、 買手ともに行つている。

③ 市場、価格に関する情報

製材工場を兼営しており、この工場が旧二便 町(天竜市)の○市場と関 

連しているので、この過程で市場動向、価格の動さを把えてWる。

V管 理

① 林地境界調査、 経営案作成

とれらにつては、いまだ潜手していない。

② 管理組ﾡ

品d著て。氏二管理人二労あ新ン年歴引〜"名

(6名) 臨時(延)200～300日

管理者は、前述したよう に所有山林の各団地 ( 5 団地 )に1 名づつ配 

置しでされている。これら管理人は先代か ら引続いて K.O.氏の代に至つ 

て治り、多くは老年輩者である。最近とれら管理人が年をとつてきたの 

で K.O.氏は管理地域の う ちある区域を 2 名に分けた (管理人を 1 名新た 

に指名した )。

管理人は、山林の状ﾡ例え下刈の状態の見巡り業務などを担当して 

る。

報@- : 管理人の見巡り業務に対してはその申告どわりの出役日数に 

応じて日当を出しており、 別に月 1人当り2.。 0 0〜30 0 0円の手当 

を、ま た自己の家屋修理の際には必要な材を麻価に払下げるなどの方策 

をとつている。

③経 理

収支に関ナる経理は、兼営 している製材工場の事務員が行つている。

年間収支の規模のうち、山林部門の収入は、2,00 0万円、 進林経費 

は1 00万円となつてる。

①労 務

ﾡ用形態一 : 通年ﾡ用と臨時ﾡ用の 2種類を採つておい ﾡ用人忍は

前者が 3～-4名、後者が年間 (延)200～500日

賃金一: 賃金額は高い水ﾡではないが、年麻に対しては年間を通じて 

仕事があるよ う に配庫している。現在ﾡ付では4 00円( ただし女子の 

場合 )、 下刈は 700円( ただし男子の場合)。

他- : 前述 したよう1 昨作年下刈機 (共立式) を 1 台入れたが、労務 

者から重すぎるとの声があり、 あまり使用されていない。 またとれの使 

用 は地形条件に も かなり 左右される よう に思 9。

値)兼営の製材工場について

設 

馬 

従 

賃金

立 

カ 数 

業 員 

(平均 )

消費原木 ( 年間

和

男

22年

5PP
5名

500円 女 350円

3,000～3400m°
注

下刈機の普及状況について

静岡県下で主に普及 している下刈機の楸種は、典協のルー トに沿って 

販売網を持つて いる三共典機 K K ○背負式下刈専用城= パワーサイ セで 

ある。

主に天ﾡ林業事務所管内におけるとれの普及台数は、概数では約8 0 
台となつている。

なお 手元 に ある 資料 から は 山林便有規模 と これ ら 下刈機 の所有 と の間 

○関係を明確に知るととはできないが、指摘できる点の一つに、 (県の 

指導、 扱助があつたともきているが)山林所有が数ha で山林労髓を兼 

業 している階層および、極端な 場合 に は所有山林が無い山林労務専業の 

階局に下刈機の所有が自立つていた。

( なお原資料は県林試提供 579)
u 経営者の意見 ( 政策問題、経営間題 )

牀業基本冏題と く に家族経営的林業について一: ﾡ業と林業との組合せ 

といつても ﾡ業を無理にすすめている人が仮りに山に関保 してみても、山 

の草を畑に入れるので山がせる原因を作るだけだ。現に自分の部落に分



収林業を設けているが、 との人達は山を育てるととの関心がうす。との 

こ と よりみて も感業と林業が組合わされろ方向はあ喧 り替成できない。t 
しろある程度の経営面積を も つて専業に向 9ようにすナる必要がある。そし 

てとのための規校は 10he～20ha 以上ないと駄目だろ 9。

林業経営の規ﾡについては、 自分と して ほ 現在以上の規模であってもや 

つていける。たな しその場合問ﾡになスのは山林の管理機構の改善が必要 

cなってく る。

林業税制について一 : 現行の山林所得税では必要経費の控除率が 3 0% 
だが、 とれを50%Kに引き上げてしい。

労務問題についてー : 経営上の問題と してどの経営でも指摘され上 9が、 

自分の場合でる労務問題は重要となつている。との附近の山間地方から若

人が都市の工場に出ているので、労務者は年ﾡになつてきつつあい、し 

かもﾡ繁期には管理人は、 これら労務者をなかなか集めにく く なつてきて 

いる。この労務不足に備えて下刈機を入れた (が前述のよ9に労谷者問で 

は評判がェ くない)。

他、地域林業(天竜林業)について

以前は主に東京市場に近いがため早く 送り込めていた有利点があつたが、 

後近では どこからでも 束京市場へは材は入って いる ので、従来のよ 9な座 

に安住しておれな く なった。

静岡県関係 (その4 )

r 西査対象者

①氏名( 締号 ) H社団

② 所有山林の所在地域。確山村、佐久間町、水ﾡ町、春野町、長野県天 

高村

@ 他。社長はS銀行の頭取をしている。現在実際の山の経営は息子さん 

の F氏 と親ﾡの P氏の 2名によつておとなわれている。

I 所有山林の現祝況

① 面積。事務所は浜北町世布弥に存在しているが、その所有山林は天竜 

地区と長野両県にあつて、合計約2.176ha である。

② 団地数と分散状況、行政区娘としては、竜山村(54.00he))佐久 

問町( 412.88ha)、 水ﾡ町 ( 910.00ha)、春野町 ( 42700he) 
長野県天竜村 ( 373.。 Oha) と 5 ヵ所に分散されているが、団地数と し 

ては山村2力所、佐久間町2力所、 水ﾡ町るヵ所、 春野町2力所、長 

野県天ﾡ村2 力所、 つま り 11 力所に分散されている。

③ 主ﾡ樹種とその面積割合

N一: 1.000ha
L一: 600ha
その他 : 576ha

④ 林令構成別面ﾡ割合

所有山林の半分は人工林であ り、かつその半分は3 0 年生以上の伐採 

可能林分よ り構成されている。

③ﾡ稲量

1 5. 4 万m、 と の内訳は N-112 万m L-4.2 万m
②貴 地 

な し。

H 経営の沿*

男治39年5月31日 に 合名会社 H 社団 と して設立されたも○であるが、 

ﾡ林経営にのり出したのは、前社長が日ﾡ戦争直後にﾡ山村に27ha の



山林を購入 して植裁にﾡ手したのが始めてである。 その後天高川流域では 

静岡県は もと上 り長野県下ま で山林を取得した。買入年次と所在町村は次 

のとおりである。明治る 8年に山村赤石山、 水ﾡ町戸中山、春野町灰ﾡ 

山、 39年に、水演町西浦山、大正5年に、佐久間町日余山、9年に、佐 

久間町 城山、昭和9年に、 水ﾡ町山住山、昭和27年に、春野山クズワ 

山を購入している。以上の9 ち大正5年と 9年に直つて隣入した佐久問町 

の日余山、 城山は合計面稿約る 8 0町歩でH社団の経営の主体をなして

る。当合名会社の資本金は明治39年、 5万円、 42年10万円、大正 

9年、2 0万円、12年、2 5万円、15年、5 5万円、昭和1 0年、

5 0 万円、28年K1 20 万円、2 9年に1 5 0 万円、5 5 年には 3 0 0 
万円と変って きている。

N育林生産

① 苗木の調達

スギ、 ヒノキの苗木は浜北町の一業者から購入している。 カラマッは 

長野県上 り購入している。 スギ苗木代は静岡地域では協定6円4 5投で 

ある といわれて いる が、 H社団では良い苗木を入手するために 7円ほど 

の代金を提供している。

②地 ﾡ

時期一 : 12月～2月頃までにおとなう。地ﾡにおける残存木はチッ 

プ生産用にむける。

功程一: 1ha 当り30〜4 0人必要とする。

③箱 付

時期一: 3月20日～4月に集中してかとなっ。

功程- :1日100～120本

植裁木数- : 1 町歩当 り4.00 0本植付 している。

② 下 刈

下刈は植付をおとなつた後 7～8年目ま で年 1 回実施している。

②除 伐

ひど く 曲つた樹木について適宜おとな っ。

の校 打

枝打は ヒノ*で25年日に1回、 35～40年の間に1 回と合計2回
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程おとなつており スギにつては実行していな。

⑧保 護

病虫害防ﾡな らびに火災の予防については絶えず山林を巡祝する。

②施 肥

林地施肥はう 2年度に試験的に実施しただけであつたが、 36年度植 

裁面積の約半分に当る 1 5 ha に実施した。

V販 売

①間 伐

間伐は1 5年目に、 つる切除伐の意味で1回、 25年目に2回ほど実 

行している。

②主 伐

基本的には保続生産の実行を意図 して主伐をおとなつている。毎年材 

積に して 2万石ﾡ度を伐採している。

オ2次大戦以前は全て立木処分であつたが、戦後は全面的に直営生産 

に切換ん、2 4年からは会社の持株数の82%を支配して系列化したT 
製材所が素材の運送と販売を一手に引受けている。

③伐 出

チェイン ・ ソウを使用して伐出をおとなつている。

②販売方法

F社団と しては、 社団の系列下にある T製材工場に販売 しているが、 

T製材工場で加工された木材は天竜市の木材市売市場に販売されている。

5 市場、価格に関する情報

市場、価格に関する清報は、市売市場ならびに新ﾡ、雑誌より入手し 

てWる。

②資金調達

ﾡ林融資は濃林中金、 その他必要に応じて銀行より借入れている。銀 

行より借入れた資金は、短期で、立木伐採後得た金で直ちに返却してい 

る。 •

u管 理

① 林地境界調査、経営案作成

正式な経営案は作成 してないが、 しか し一応保続生産を意図 して
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経常を実行している。

林地境界調査Kついては、 天名林業高校の生徒を夏休に脳入れて正ﾡ 

におとなつた。 ・

②管理細総

既述のご と く所有山林が各地に分散 しているので、各山に管理人を配 

置するなど して管理組総の合型化には注意を払つている。管理組やは下 

図のどと く なっている。

一事務戦員 ( 5名)

役員 ( 3名)ー ー造林 (77名)

内1名は 一管理人 (8名).........作業員一

代表者 各山に1名宛配置 一伐採(42名)

務殿員は月給、各山に配置されている管理人は日給で平場1 日当り

1 2 0 0円である。 作業員は請負仕事であるが、平均して 1 日当り

720～85 0円ﾡ度であるとい。

③経 理
帳待類はよ く整理している。

価 経営者の意見 ( 政茶問題、経営間題 )

一般的にって、役員の一人 F 氏によ る と、 日社団としては経営○合理 

化には大に関心を も つているが、 林政間題については余ま り横極的な関 

心は薄い との とと であった。

愛知県関係 (その1 )

I 調査対象者

① 氏 名(略名) T. s,
② 所有山林の所在地域。振草川流城 (天川支流 )

③ 来営事美。 タ ク シー会社

の 他。 県森ﾡの役職にﾡいている。

I 所有山林の現況

①面積。 台帳 1974ha
実 測 4 7 Z 8 ha (5 ち株式会社扱い 205ha)

② 団地数および分散状況。銃数は70、団地徴は4。とれら6団地○9 
ち4団地はS氏居住地区にあり、1 団地は株式会社形態の もので S. 氏居 

住地区と隣接 している他地区に、 また残り 1地区は県外にある。

③ 主要樹ﾡとその面積割合

ス ギ～ :65%
ヒ ノ キ〜 :35%

②、5 林令、ﾡﾡ量

1 5年生以上の利用材税一: 3.4万m°
( ○ち24 万mは株式会社所属の山林分 ) 

伐期に適 している も の- :1 o万m
なお伐期は スギ5 0年

ヒノキ6 0年

②貴 地

水 田一: 57アール

畑 一: 62エール

m 経営○沿求

8家の山林所有の歴史は古 く、20 0年前にさかのほるとのととである。 

教染は旧ﾡ時代から明治初期にかけては、 地元に溶するとりぞ、 したけ 

と登川方面に産する茶の行商を営んでいた。

引治維新当時、山i林所有面税は既に200ha (実面ﾡに他正)に達し
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てた。主 た終戦後一つのま とまつた(200ha ) 山村※ を購入 してい 

る。 しかも昨作年県外でも20he 程度の山林※※をﾡ入している。

これらの点からみると、 8家の山林集積の過程は明治初期までと 戦後 

期に2大別され、 そ○問の約8 0年間はあまり増被がみられない。

s.家には、 自宅に隣接 して林令 8 0 年前後と推定される ヒ ノ *林が数he 
にわたって、 今日まで保持されている (なおとれらのヒノ キ林分の存続か 

ら明治初期が、 8.家に とつては山林集積期であり かつ植林着手期であつた 

ととが推量される )。

※ 大正初期に創設された会社組繊の山林

※※ 8氏も加わつていた共有山林

w 育林生産

① 苗木の調達

昭和2 5年よ り県森連苗団 (最川市に所在 ) よ り購入している。それ 

以前は、地元の森林組合の斡旋によ つて苗木商 (新域…… 8家居住旧村 

上り約る OKm……の○苗木商よ り購入していた)。

②地 締

時期一:1 0 月～翌年 る 月

功和一: ne 当20人

所有山林の 9 ち比較的里山の部分は地元民が薪採取をするので、そo 
場合は地ﾡ作業をはぶ くこともある。

③植 付

時期- : 4 月中 旬〜 5月中句

功和 一: 1日1 00本

植付本数- :る,00 0本〜3 3 0 0本/ha。この植付本数を採りはじ 

めたのは極く最近のこ とでみり、以前はと よ り少なかつた。

②下 刈

年2回下刈の場合- : 時期は 6 月 と 8 月、対象は比軟的土地英件の良

肥決な場所について行り。期間は、ﾡ付の翌年から→ 5(8年目まで、 

下刈費は年 1 回刈の場合に比べて 1. 5倍和度でナみ、苗木の成長は良い。 

功和はha 当り15人( 丁寧にする場合 )。

なお地元部落において る 一般に土地の肥えた力所には年2回下刈が行

われているっ

年1回下刈の場合一:期間は、植付の翌年から→ 8年目までとその 

後3年間隔で 2回行っ。

下刈作業は 農繚期 と 合致する が、と ○地域一体 ( 果の東北山間地域 ) 

は、全体に貴耕地が少 く 就業根会の一つに山林を欠 ぐと とができをい現 

状のため、 まだ労働力不足というほどには至つていない。ただし木材価 

格が高勝する と 労の力が伐出作業に向 う ○で育林作業が困難になる と と 

はある。

5墓 切

独立した作業と しては行つていない。

②除 伐

時期は 1 0 月～翌年の 3 月、作業実行年次は 1 0年目～1 5 目、回数 

2回、 また割合は成立林木。本に1本の割合いいかえるとha 当り 

3,00 0本の 9ち50 0本程慶、 そしてとの5 0 0本除伐の功程は 1 日 

役。

の保 護

火災、虫害は発生していないが、伊勢湾台風(昭32年)では大きい 

被害を受けた (4.000m)
V販 売

①© 問伐、間伐材

時期は、 1 0 月から翌年の 3月。

年次、回数は、2 5 年～ 30年1回、35～40年1回。

選本は、県の改良指導員(森林組合駐在)の指導をりけている。

間伐材量は年平均 140m°
② 主伐、主伐材

伐期一: 前述したよ っにスギ5 0年
ヒノキ6 0年

俊採個所の退定- : 将来林分の単位をたるべく大きいものにしたいで、 

新規造林面ﾡを拡大 してい くとと をねらつてお り、 それに際書となる個 

々 に分散 してい る小林分を対象に している。なおま とまって残 って いる 

林分は上述の伐期を過 ぎてる存続させている (例父前述した自ﾡ近ﾡ
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のヒノキ80 年生林分 )っ

俊探材積- :上述の方針に沿つて現在成長量を多少ォーーしてもよ 

と考え、年平均14 0 0mを上限にとつている。

③ 侵出、運搬

次項○販売方法と関連するが、 s氏は、販売対象立木の依出、運搬は 

ナべて業者に任せている。

俊出運搬費 (名古屋市場まで)平均2,9 0 0円、手徴料 7 0 0 円合計 

3.600 円/m
②販売方法

販売方法は殆んど立木販売※を採つている (一部伊勢湾台風の風倒木 

処理の場合素材販売を行つた )。

との場合の材積、価格の評定について。価格はその変動を考明して壳 

ﾡ契約が行われる時点( 末だ立木の状ﾡ ) でと り決め、材積については 

依採後の素材について決めている。

なお会社組織の山林については、前述したようそとは200ha も 

のまとまつた団地であるため、 1 0 0万円の自己負担で案道を入れ(35 
年) とれを前提にして売却の際の立木評定を行つている。

買手と決済方法について。買手は地元の木材業者 ( 中小規模)が主占 

となつている。決済は契約のとき 2割、 中間で4割、搬出開始の際に残 

り全部と している ( が実際には延納されている )。

※ 立木販売を採つている理由について次の2点を挙げている、な 

わち立木販売から素材販売にまで範囲 で広げると管理しきれない 

点、ま た反面立木段階ま での管理が自己の能力に適しているととた 

どの点。

③ 市場、価格に関する情報、対応。

価格情報については、県内に開設してWる 2 ヵ所の県森連市売市場の 

入札結果の公表資料を入手している。

価格の変動に対する生産者の対応について。

大規模所有者( 8氏のよ う な ) の場合には、年間必要な一定所得を" 

己の山林から挙げばな らないので、 ﾡ本的には価格の変動をまって、 

その有利な時期に立木を売却するどの余ﾡがない。そのため 価格条件 

が相対的に不利な場合にでる一定所得額を清すためにより多くの立木材 

積を売却の対象にする事態も起る。

なおと れに反 して1 ohe ～50ha 程度の中規模所有者 ( 食業を共 

業) は、年問の必理所得を 自己の営んでいる農業と林業の相互関連の も 

とで決めているがために、価格条件の不利な場合には、山林から○収益 

を手控えるよ りな対応がみられる。

しか し と れ以 下の比較的小規模の所有者では、立木○販売を自 己の家 

計にとつて臨時的支出に充てよ 9 とするので、 との場合もあま り価格条 

件の交動を考慮するゆと りがみられない。

注 現在の木材価格 ( 名古屋市場、県森連調 ) は、 

ヒノキ中丸太(4mれ*16〜18c)m当り 16,000円 

スギ"( ・ )" 14.000円
マッ" ( " )" 12,000円となつ

ている。

なお前述 したよう に俊出 ・ 遥投 ・ 市場手数料合計額が平均る600円 

Kなつているので、 上記○市場価格よ りこれを控除するととにょって、 

こ の地域に おける 立木価格の高さ を推定する ととができる。

② 資金 資 金

山林の購入の際に後行よ り借入れたが、これもその年の伐採収入から 

返却した。

u 管 理

① 林地境界調査、経営案作成

いづれも末だ着手していない。なお、前述した会社組ﾡの山林(200 
ha)、 については境界調査を行つている。

② 管理組織

T. S.氏は管理人を 3名 ( A.B.C.)おいている。その配置は、1 人(Aは 

8家居住地周辺の自己の所有山林 ( 2 5 0 ha)、1 人(Bは隣地区にある 

会社組ﾡにしている山林 (200he)、 1人(0)は泉外に所有している山 

林( 2 0 ha) Kついてである。

報は、上記 3 名のう ち A.C. 忆対しては年額、また会社組期の山林の 

管理人Bは月給のかたちでそれぞれ支給している。
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額は A. 年5万円 

年2万円

B. 月2万円および賞与2力月分となつている。

なお AC.の管理人はこれ ら年額の報酬の他に、山林労務に出役すると 

他の労務者と全じ出役日当 (1日800円)をうけている。

Aの場合は管理人と しての仕事と と もに、実際殆んど毎日出役してい 

るのでとの出役に対する報ﾡが月当り2万円になつている。

これに比べると、 Bの場合は、 S氏の20he ○山林の管理の他にせ 

カ所 ( 数名 ) の山林の管理を も 行 つて いる らしく、当然それ らの山林か 

ら○管理手当を得ている。

労務者に対して年2回山の祭の際、部落毎 に集めて 酒料 を 出していた 

が、最近は、 とれを止め、 金一封のかたちにﾡえている。

なおとれら 管理人 Kcつてさら 若千付記ナ る と 管理人 A(60オ) 

は、先代か ら決められて いた。 またB(50才)は、 8氏が勝スする以 

前から賭入対象の山林の管理を行ってお•り、 所有者が S氏Kに変つた後も 

管理の仕事を引継ぐことを契約している。 c(s1ォ)は、勃務年故5 
年、8氏が直接指導している。

③経 理

収支の概算 (個人所有の分 ) は、祖収入1 2 0 0万円、ﾡ林費35 6 
万円、諸税 2 1 0万円、他に山林購入ﾡ 2 0 0万円、 差引44 0万円。

S氏の会社組総の山林経営の場合、税務処理のため、関係帳簿の曲喪 

的な過程で計理士に依頼している。

③労務

賃金は 1日800円

前述したよ 2 にとの地域は県下でも最も央地の部分に当つており、比 

教的労務者の他地場に出る も のは少い よ う に みえ、現に層用にあま り因 

難を感じていない。

育林機械に対する労務者の対応をみる と、と○地域は地形がかな り急 

な場所が:多いとと も関係して、 労務者が下刈機の購入を欲しが:らない。 

(現に町内では森林組合に2台あるのみで個人所有は見当らない)。

W 他、(地域の林業事情)

との地域は、以前有名だつた三河板の産地と して大丸太 一 板材○生産 

を行って きた。 しか し板材にたする代替材○出廻りによつてとれの生声 

から小丸太→ ひき角、 ひき制類の生産へと移りつゝあい、そのため伐期 

も下る傾向にある。

しかし元来、との地域は天高地方に比べると林木の上長、 距大生長とも 

に、 30年頃上り盛んになるといわれ、このこ とが、現在 この付近では末 

だ俊期がおそいととの、原因の一つに考えられている。

注 地元森林組合調べによると林令別胸高直経(の)は、次のようになつ 

ている。

スギ ヒノキ

25年～30年 17 145
35年～40年 22 19
45年 30.5 34

伊勢湾台風の被害は大き く、今日ほそ○ときの被害木を処理し終つた 

が、こ の影響を 9 けて年当 り 町内 (T町) での伐採量が 2 0 % 程度減少 し 

てきた(17 万m)。

またとのよ う な状態の も と では、 でき るだけ価格条件の良い場合に出す 

と と を考慮する ため、 今年○前半はあま り出材できず現在が(37年9月 

上旬) が春頃よ り比べるとm°当りz#1400円、 ・ノ*84 0円程度値 

上って き たので (値上つ た と いって % 2 月頃の相場 ) 生産が少こ しは活 

滅にな り は じめた。



愛知県関係 (その2 )

I 調査対象者

①氏名( 略号 )。T.M.氏
② 所有山林の所在地域。大平川流ﾡ(矢作川の支流)

@ 他。 T.M.氏は、 数年前T氏居住村など営力村が合併して新たにN町を 

作つた当時の○町助役を勤め、現在町会議員、さらCPTA関係○役員 

ど、地域社会で広く行動している。

mI 所有山林の現況

①面秋 台帳 64ha
実測 115ha

② 団地数お、よび分散状況

筆数? 0、で、約40 力所に分散しており、 そのうちはも面積的に大

き い団地は 36ha 量も速所に 自 宅か ら 自 転車で約 1 時間かかるが、 

いづれにしてもとれ ら各団地は、 合併前の旧村のなかにある。

③ 主要樹種とその面積割合

スギ、 ヒノキ造林地 77ha (スギ6 0%ヒノキ40%)
- ッ、ザッ混交 35ha ( マッ5 5%ザッ 45%)
他 (竹) 3 na

② 令級構成別面積(ha)

I II I N V W W W K X x〜
そポ) 9 69 15 1.01 2.7 2 0.5 2.5 6.15 0.8 10 4.5
マッ 0.31 0.5 05 0.0 2 — 0.5 0.6 0.5 1.1 10.8
ザッ 5.5 2.0 5.4 4.61 5.4 1.5 - 一 0.7 8.5

③著秋量

10～15 万m°
②貴 地

水 田一:ろ5ール(うち貸付地10ール)

畑 一:40アール(っち 貸付地 1 0ール)

ロ 経営の沿革

祖父の代明治期は、 米殺商を営んでおりかつ水田7 5アー畑1 20 
-～の歳耕地で強委を含んだﾡ業を営み、 さらc、 また山林の集積も相当 

ナナめ現在の半数に当る山林を所布 していた。 父親の代 ( 大正期 ) には、 

現在所有しているなかで最も面積が大きい 1 団地と なつている山林( 3 6 
na) を含めて約 5 0 ha ○職入を行つた。なおとの3 6ha ○山林は購入 

前は他村持の部落有林であつた。M氏の代 ( 昭和期) に な つて今日 に至る 

問では約 1 0 ha の隣入を行つて い る ( 殆ん どが戦後 )。

ア青林生産

① 苗木の調達

戦後間もなく自家ﾡ苗に着手し、現在必要量の12 を充している。不 

足分は2年生苗 (1 本る～4円 ) を購入し、 1 年間自家養苗して 3年生 

○山行苗を育てている ( との地域では 3年生苗が山行苗と して一般的と 

次つている)3 将来は完全自給 を 目指している。

②地 ﾡ

再造林地が多いので地ﾡする必要が少いと と と、他方との作業をする 

と土地が乾き やすとと も考え られるな どの理由か ら、 地ﾡにはあま り 

重点をおいていない。

②横 付

時期一: 春植、 秋植の両者を採つているが、春植の 方 が多い：,

秋植を採っている理由には、各山仕事の都合と、苗木の活灌がよいた 

め。なおとの方法は戦後じめた。

ﾡ付本数、商積- : 植裁本数は最:近漸次 増 してきてha 当り 

4,500本程度。※年平 均植付面積は約2 ha ( とれは後述する 

伐採許画と関連 している )。※補ﾡは 1 0%
植付功程- :場所場所によつて変るからはつき り定めていない。

② 下 刈

時期一: 7月頃より始めるが、労務者が自己のﾡ作業と来ねているの 

で、その関係で初秋までに完了すればよい方と考えている。

回数一 : 植付の翌年か ら7～8年ま では毎年 1 回、その後は 3 年間隔 

で1 5年目頃まで行う。草の多い所は年2回刈り たいと考父るが現実に



はそのよ 2 C処理できないっ

功程一 :ne 当り10人

下刈援林と労務者-： 昨年よ り共立側下刈機を入れてみたが、機はの 

扱方は下刈人夫の方は不得手なので、 現在の ところあま り効果は上つ 

ていない。

③変 切

目立つて生えている変を 5～6年目に切るが、 とくK多く て困つたと 

9程でもない。

②枝 打

時期は冬期に行う。 とれを実行し始めたのはﾡ後で、対象林木は早い 

もので10 年生か ら〜 2 5 年生にま でわたつている。現在ﾡく全休的に 

対象林木について一巡し終えたととろ。

これの実行は、資料などで岐ﾡ県の今須○林業の紹介を読み、さらに 

実地見学を し、熟練者を招いたこ と などが契機になつている。

②施 肥

成績の悪い 力所に若干施肥を行つている。 その成果は M氏からのみな 

らず業人の目か らみて も明らかだ。さ ら施肥突行林が道路ﾡにある○ 

で、との結果について近傍の人達が関心を寄せている。

V販 売

① 問伐、間伐材 ・

実行年次、 1 5 年～ 2 0 年がオ1回目で、 それ以後 5 5年生頃まで 

に3回行う。

これの度合は、 本故において 1 5〜 2 0%。

間伐の実行は終戦前までは比較的行つたが、現在前述の よ 9に令級配 

置でW令級以上が多 くなつてき たので間伐対象林分が少くな り、間伐の 

%つウェイ トが軽くなつてきた。

間伐量は最近では、 3 0m以下。

② 主伐、主伐材

主伐木の選定一： 伐期を何年に と って、 そ に該当する林分はどれか 

とい9よ 9な考え方ではな く、各令級別(将来伐期を 4 5〜 5 0年にお 

く 予定 )面積を均等する と と C基本的な方針をおき、それに従って伐 

探をすすめている。 そのため現在のと ころ高令級の比較的大きい面程卸 

合をもつている林分は、 こかを一度に伐採すると となく、前述した上5 
c( 令級別面 科) かなりのの を残 している。

材積測定一 : 立木の と き に毎木調査 し、さ らに伐木、造材 して トラ ッ 

ク積込の際にも行ら。

測定法は、 目通りの長さを4で除して1番丸太○未口経を出し、cnれ 

を基礎忆 して、 直経の演少する制合から、総つの丸太がとれるかを求め、 

各丸太材群を合算する。

③ 伐木、運搬

チェン ソー、集材機、 トラックを導入している。

M氏がとれ ら林業機械を入れた理由については、っぎの点 を 挙げて い 

る。すなわち同じ伐木、搬出に従事するのであれ少しでも仕事が楽に 

やれる上う に.心懸けなければな らないと考えた。そこでその一つの方法 

として、出来るだけ労務者の直接的な労働を軽くしてこれを機械に替え 

よ2と した。なお、また早く 機械に馴れ、実際にトラックも運搬できるよ 

りになつてほしと考え労務者の中ょ り 3名を自動車学校に通わせた。

伐木途材功ﾡ一:1人0.6m/日 (機械導入前は04m/日)。

伏出、 運搬費-:伐木現場→地元(N町) →市場(食橋市)さで 

で 、 mプ当 り 1.6 0 0円 〜 2,9 0 0円。

集材ﾡを有効に利用しよりと努めてかり、 150m"以上の出材ﾡ位を 

と の利用のための一つの基単に している。

② 販売方法

熱材販売を採つている。 と ○方法は市ﾡ市場が開設された当初の昭和 

22～2 3年頃よりは じめた。

との方法を採つた理由につてM氏はつぎ○点を挙げている。 ナなわ 

ち過去におて立木販売 を行つてきたが( 間伐材 を 比較的多く 出した旳 

期もあった)、との増合にはは木業者などが介在し、立木価格は高くす 

ることはしてキきながら、他方肝心の立木材ﾡ○見税を低くし、正当 

正量取引が行えない菩へ解験を味つて ・ た。とれを面すためには立木を 

青ててさたも のが、自 づからの手で業材生産ま での一 貫生産に向わねば 

な らないと考えたからであつた。
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市売を選んだ理由については、販売代金が確実にかつ迅速な (市日○ 

翌日に清算して、 3日目に支払われる)ためであった。

生産された素材は、 大部分が上池市売市場でﾡ売されるが、一部 

(20%)は、M氏の兄 (元職業軍人)が地元で経営している製材工場 

を支援する意味で仕向け られている。

② 資金調達

ナべて自己資本で行つている。

u管 理

① 林地境界調査、経営案作成

昭和1 5年頃に一ﾡ境界測量に着手したととがあつたが、完了しなか 

った、戦後とれを再び着手し境界に標柱 ( 6c角のクり材に白ベンを 

塗つた ) を設けた。

②管理組総

T.M氏と労務者の中間に管理人の制度をおいて ない。M氏が直接現 

地で諸作業を指示 している。 しかしM氏が他の要務でとれが行えない場 

合には、労務者が相互の間で経歴、年令などを考康しながら世話係をき 

めて、 作業をすナめている。

③経 理

T.M.氏独自の様式で収支金額を記帳 している。

昨年における収支概算は、収入1 1 0 0万円、造林、育林、林業機械 

ﾡ入な どの諸経費 3 2 0万円、税1 5 0万円、寄付他5 0万円、かょび 

収支差引額4 80万円となつている。

④ 労 務・管 理

労務者一 :常雇9人( 臨時隔は一部女子労務者を用いる他は殆んど用 

ていない)。年令別構成と作業分担は、

2 0 オ代 1人)

30" 2人卜伐採、搬出関係

40" 1人

50" 4人一造林、 保青関係

80" 1人 雑仕事

昨作年1 力年の延出役日数は、 1, 6 6 0人でその内訳は、造林、保育岡
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係8 6 0人 伐採、搬出関係8 0 0人となつている。

上記労務者の うち80 才台の者は、 T.M氏の前の代上 り M家に関保 し 

ており、 T.ん.氏以上にM4家の山林の状態を知つている。そしてとの労務 

者の息子、孫 も一締に こ と で 働いて いる 3
賃金-: 8 8 0〜 7 0 0円/日 (ただし8 0才の者は4 50円)。c 

の他ボーナスと して 1 人平均 1 万円 (年2回分割)、山の講がある とき 

金一封を出 している。

労災保険には加入 している。

出来高 制を採つてない。労務者のな かに は と ○制度 cしてしいと 

9声もあるが、 作業の進行によつては伐採専門の労ﾡ者がﾡ付を手伝 

わねばな らない事態も起り、 との際出来高制を採つていると不馴れな作 

業のため粗雑に扱われる恐れがある。

u 経営者の意見(政策問題、経営問題)

① 税制問題について一: 現行の林業税制は林業経営を破壊するものだと 

思9。 も9少 し長期的な 視点か ら考慮して も よ Wのではないだろ りか。 

しか し反面林業家もさ らc自し、 あるﾡ度との税制に協力する態度を 

示さないと (納めるべき ものは 納める よ り にしなければ)、 く ら正直 

な申告を して も信用されていま までは困る。

自分と しては末だ相続税対策をは じめていないが、ほつほつ考え上 う 

と思つている。何分自分は年令が若い (M氏は大正初期の生れ ) ので、 

まだとの問題ではあわてていない。

② その時々の短伐期林業(特用樹をどを含めて)を推賞されるが、もっ 

と長期的に安定 した指導を行ってほ しい、何分林木は生産に長期問を要 

する ので一度伐って 了う ととりかえ しがつかな くなるから。

さ ら付言すれば、林業基本間題をどでは新し林業技術を採り入れ 

る上9 にC間題を換び起しているが、 その場合何らかの裏付けをもつてほ 

しい。例えば国、県などの試験研究機関で安定した技術を示してほしい。

③ 林道は林業生産の基盤を造る基礎だから、国としてはもつと力を入れ 

てほしい。ﾡ幹林道は国でナべて負担しても よいのではないか,

@ 自分の経営にかいて必要とする労務者は現状では充足しており、co 
状態が急改に悪化ナ る と は考え られない、かえつって労務事情には悲観を



持つてい な いへs
u 他(地域林業の概況)

との地域は、明治期、 日露戦争後にﾡ林熱が証盛で、当時500heiに 
及ぶﾡ役を行つて村有林を設けた。現在との村有林の9 ち新町村合併にﾡ 

して50ha を新 し町の町有林と して出 し、残り450 ha を旧村に財 

産区と して残した。

I 調査対象者

愛知県関係 ( その 3 )

①氏名( 路号 )っ O.M.
② 所有山林の所在地域。寒狭川流域(豊川の支流)

@③ 他。 O.M.はM家内部の事情から20才台で家を継き、既に十故年を経 

ている。

I 所有山林の現況

①面積。 実測 240ha
② 団地数 と 分散状況。大きくは2団地( 大字別では3団地 ) で、自宅か 

らの距離は、 自転車で1つはる時間、他の1つは20分の範囲となって

いるっ

③ 主ﾡ樹種とその面税制合

196 ha (81.6%)
30 ha (12.5%)

他 14ha(5.9%)
Nのっちスギ 78.5ha (40 %)

ヒノキ112 ha (57 %)
マッ 5.5ha( る%) 

令級構成別面積割合% (Nのみ)

II II
1 5.2 5.5 5.4

NV VW
1.8 5.8 4.8 21 111

K X
6.2 1 6.2

②

XXIIXII XN～
1 0.7 5.5 5.5 5.7

考積量

5. 6 万m°
数 地

水 田一:10アール

畑 地-:10アール

計

1 0 0.0
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I 経営の沿革

家業は、明治中期頃まで農業を営むと同時に質屋、雑貨商、米国などを 

兼営してかり、林ﾡに対してけあまり重点をわいていなかつた。しかし大 

正～昭和1 0年頃にかけてﾡ次山林の集積に移つた。このような行動に受 

替えた理由として、 O.M.氏は次の点を挙げている。 父が林科の学校を出て 

たとと。当時自分の家と小作人との間に争識が起きた結果、 小作地を持 

つべきでないという考えに落着き、無地を解放 し 山林に投資の朮点 を您さ 

りとしたとと。 さらにとれを促進させた条件として、昭和の不祝期に山株 

○売物がたく さん出たととなどであつた。

M 育林関係

① 苗木の調達

森林組合を通じないで近在の苗木業者よ り眦入 している。森林組合上 

り購入しない理由と じてO.M.氏は、自分の方では年間需要苗木本数か多 

いので、’組合 を通じる と本数を捕え よ っと して素状のわからないも○な 

どを入 られる恐れがあり、 しかも逃絡が十分にとれないので下積にな 

つた古い苗を受取らされることがあったから。この点業者からは必要分 

だけ苗町よ り直ぐ送り込んで くれる。

現在の苗木価格や、 ヒノキ8/本
②地 ﾡ "

時期- : 各期～新植前

ある程度太い枝は薪材と して労務者が持帰ると と を許しているが、ﾡ 

は林内に残 して も らっている：,

功程 一: ha 当り25人

③ 植付(補植を含む)

時期- :新植はる月下旬で しか も 雨の頃Kに集中 して行っ。•補植は遊毎 

の3月 中～下ﾡ。

ﾡ付本数一 : 新ﾡは現在 4.500 本/ha、 ( ただ し 3 年程以前は

3.。 0 0本)。袖ﾡは5〜1 0% 程庭。

功程一 :1人120～150 本/日 ( 岩石地が多いため土を他の場所

よ り運んできてﾡ付る場合が多 ),

② 下 刈

実行年次、回数、時期一: 1年目は年1回(末だ下草の生え方少いの 

1年目は年1回(末だ下卒の生え方少いので)、 7月下～8月上 

2年目～4年目は年2回、 6月、 8～9月

5 年 目〜 8(10) 年目は年 1 回
功和一: 1～4年目では1 5人/ha

・5年目〜 18 人/ha
他一: 下刈械は入れていない(岩石地、急斜地が多いのでむづかしい) 

附近でもあまり使つていない。

③藍 切

下刈と同時に行つている。

②除 伐

オ1 回目の枝打の終つた頃 (11年目)。10%(400本) 程庭○

劣勢木除去。功程は8人/ha 1本3 0円 (山元) で売れるので除伐と 

いえないかも しれない。

②校 打

対象樹種一: スギ、 ヒノキの両者

オ1回目は、 下刈が終つた 2年後 (1 0～1 2年)に行ク。地上1 5
～2.0mの枝を落す。功和は80人/ha (1日50本):

オ2回目は、 オ1 回枝打後る年経た 1 s～1 5年目に行9。地上から

4.0～4.5mま での枝を落す。功程は 1 0 o人/na (1日40本)

オる回目 は、 オ 2 回枝打よ り 5 年後の 18～2 0年目に行 2 s 地上よ

り6～65mまでの枝を落す。功程は100人/ha (1日25本) 

なおとの附近では枝打はあま り行っていない、 とくにスギについては 

行つていない。

®保 護

4年生スギの4ha にわたつてダ=が発生し、ﾡ垣剤によつて2年 

越しでとれの防除につとめている (今年氏にる回実施した。 1回の英剤 

費120 0円/he)。

防火線は 1. 8 7と幅の も の延 1 o o を設けた。功程は 20～3 0mに 

対して4～8人。

② 施 肥
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地味の良所を対象に、試験的に行つている。根の周りに埋込むと効 

乗的だ。施肥すると苗木が早く伸び、 下刈経費の節減波に向うように思わ 

れる。

① 他

とれら育林生産に対処ナる態度と して O.M氏は次のよ うな意味のとと 

を述べられた。 ナなわち林業家である以上、 極端をいい方をすナるなら、 

植付だけは自分の手で行いたい。 さらにできると となら下刈など保育面 

までを自分も手がけたい。 そっ しなければ苗木の生育に安心感を持ちに 

く く ま た成林したと き ○喜びも少い。

V販 売

①間 伐

実行年次一: 1 5～25年頃までは、 3～4年間隔。26年頃からは 

5年間隔。伐期に近い4 5年頃ではかなり強度に行う。さらに林令が大 

き く なつてか ら も樹冠が拡がるにつれて間伐を繰返ナ。間伐の最終の頃 

には (伐期に近づく と )、肥決な所で本数は6 00～90 0本/ha と 

なる。

担当労務者- : 請負労務者に担わすと功程を上げるととに主眼をおい 

てるため、林緑の細い林木を残されるととが多いので、 できるだけ常 

雇労務者にさせている。

間伐量- :110m"( 面積に して18～23ha)
②主 伐

伐期一 :スギ60～70 (75)年
俊採ヵ所の選択- : 一つには相続税対策をも兼ねて、父の名儀の山林 

でしかも伐期に達している %のを選んで伐採しており、他の一つには更 

新 ( 造林 ) ○場合の と と を配慮 して、 でき るだけ地看をつナけて一団地 

まとめていく よ うにしたいので、散在 している林分は伐採の対象にのせ 

ている。

年平均 伐採量-： 840～1100m
③ 伐出、運搬

間伐材の伐出、 運搬については常雇労務者に担わせている。

道路傍 き を での伐出、集材央 (平均)は1400 円/T
搬出設備と して昭和る 2年簡易素道を入れた。チェンソーは考感中

( 伐採対象林分が極 く 小面積に分散 しているので機械の効率はあま り良 

くない)。

② 販売方法

立木販売を数年前より中止し、素材販売に切替えた。

索材販売の9ち4 0%は トラック道傍土場にて地元業者に販売し、

6 0%を市売市場に出 している (将来はさ らに多くを市売に出 したいが、 

地元におけるランスも考えなければならないので、 簡単には決らない ) 

市売に重きをおく理由としては、確実に販売代金が入いる点や、多く
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の買手に、良材はその価値を認められてﾡ取つそも らえる点などを挙

げているっ

③ 市場、価格に問する情報

関係市場は、浜松市場

諸情報は、 市が開かれたときの入札公表結果、 その他業界新関などを 

参考にする。

② ﾡ金調達

すべて自己資金でまかなっている。

V管 理

① 林地境界調査、経営案作成

昭和 31年、3 2年の夏にG大学の学生ルバイ トCよつて山林の周

囲洲を行、 またさ らに境界外の標識の設置を行つた。

② 管理組総

経営者 ( O.M..氏 ) →> 計面作業主任 (,1名)一

→常ﾡ労務者兼作業主任 (1名)→
常雇労務者 (6名) 

臨時労務者

計画作業主任は、 G大学林学科卒業後このM家にど惑しているもの

で (経験年数3年) M家の山林に関する帳簿の記入から 林内見巡ゝ 

作業の指示な ど文字どおり経営者O.M.氏め片腕となつて動いている。

常雇労務者兼作業主任け、上記計画兼作獎主任と共同して名作業の種 

々な世話、山林見巡りなどを担つている。

③ 経 理

O.M.氏独自 の整理項目よ つて 上述の計画作※主任にその記帳を 

担当させている。

収支の概算をみる と、昨年度では、林業収入1 5 0 0万円、他方林業 

経費2 5 0万円税金5 0 0万円、両者の差額が家計費プラス余剰

④労務管理

労務者- : 常層6名 (昨年、 今年のあいだに 2 0オ代のもの2名が辞 

めた )。

これ ら常には毎月平均 23日 は仕事がをあるよ う に保町しているs ま 

たとの保障を与える代りに、 植付、下刈のときなどには、各人は冷細な 

(田20～30 ール耕作一部落でけ一般的には主に 50アール以下一)

典業生産 を営んではいる が、 つとめてとれ ら の作業に 出役 して もちり よ 

cしている。

賃金- :日当は600〜650 円/日、他に賞与が2〜2 5 カ月分を 

年2回に分割して 支給 している。

u 経営者の意見

社寺有林問題について一 : 近 くに全国的に有名なた F寺がある。との寺院 

内にあるうギ、 ヒノキな ど樹令の高い天然林が残つている とともまたよく 

知られている。 ととろでこの寺院の運営は宗教法人になつているため、例 

えば寺院内の山林を伐採 しその材を寺の修理、改築に用いるのでス く て、 

営利を 目的と して売却した と しても課税の対象にな らない。F寺の場合、 

文化財保譲委員会か ら朮要だと 指定されている上述の天然林の一部を皆伐 

して了い (上記委貝会えの提出書類には皆伐となつていなかつた) 現在

で存続してき たとの天然林の貴重な価値を失わさせた。しかもこの伐採 

材によって F寺が改修された形跡は見当らない。

自分たち地元民はとの間題で再三寺自身、関保方面に今後社寺有林がと 

のよ9 な扱いを されないェ 5 に陳情 しっずけてい る, 国にも、いて も、公有 

林問題の一環と して社寺有林の現状を再検討してほし。この上2な間題 

の山林は保安林と して国が買上げる方策はとれないのだろりか。また文化 

財保護委員会に林業の専問家がどの上 らに関係しているのだろか、もっと 

緊密に連携つてい く 必要があるのではないだろ クか、その必要性を 描感 し 

ている。

30才代 2名 50才代 1名

40才代 2名 6 0 オ代 1名計4名
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岩手県関係 ( その 1 )

I 調査対象者

① 氏 名(略号)。工エ 氏

② 所有山林の所在地域。 石町

③ 兼営事業。熱 業

① 他。 Y.I氏の息子さんは県議として活躍されているので、山林の経営 

は専らY.I氏が行つている。

II 所有山林の現況

①面積。 台帳面稿 700ha
見込面積 800he

② 団地数と分散状況。辛石町御明神地区にあり、印地は5ヶ所で、最大 

の団地は 530ha (台帳 ) あって経営の中心となつている。家から近 

く の距離にあつて山の入口ま で約 4 Knの位置にある。

③ 主要樹種 とその而秋割合,

N-:200ha ス ギ 60%
カラマッ 40%
こ の他天然生ス ¥が若干放在してい 

る。

L一: 600ha
@ 林令構成別面積制合

ス ギ ー:40 年～ 5 0 年生 3%
2 0年生 5%

• 2 0年生以下 9 2%
カラマッ ー:15 年生以下 100%

ﾡ?

②典 地?
m 経営の沿革

明治維新前、 I家は里馬係として南部馬の繁ﾡ、管理にたずさわつてい

なといわれ、明治未期、 日ﾡ戦争前にすでに山林200ha を所有してい 

た。当時一方では水田 5ha 、 畑2ha を耕作し馬 1 0頭を飼育する自 

作食であり しかも 1. 0 0 0後近く の○小作米を入手する大地主でるあつた。

明治40年、旧村立小学校を建設する ことになり、旧村有財産(注1) 
と しての山林5,000ha の9ち1000ha をその財源とするため買却 

したが、 この9ち500ha をI家は入手した。 U.I氏が語つた入手○経 

ﾡによろと、当時I家は土木建築業も営み、その小学校建築を請負い、建 

築費 900 0円の代り に山林5 ooha を入手したといり。

との500ha の山林については、明治期における土地所有の実ﾡを浮 

彫にする一つのエビソードがある。当時、 村内のある人と隣り村の1人と 

数問在住の 1人ら3 人が共同で、 その山林の共有を主張し訴訟事件が起つ 

た。 しかし村民は裁判沙法にかかわり合うととを恐れ、 村有であるととを 

村議会 で決議 しょっとして も集らない状態であつたといク。そのため、J 
家が指導的立場に立ち、村議会で筱決にま でもちこみ、その山林の所有を 

めぐって行政裁判に ま で到つた。村と しては弁護士料を支払いえないので、 

裁判 饪 勝つ たら 立木 を 弁輩 士に与えるといり条件で依ﾡした。裁刊の結果 

は勝訴となり、 土地の所有権は村の%のとなり、立木は弁護士に帰属 した。 

弁級士は立木を伐採 して流送 したが、当時の経済状勢の中では:経費倒れと 

なり、採取を中止してその権利を買却してしまつたといわれる。こうした 

経緯で結局 エ 家は 200 0円で 50oha の土地 を入手 した , I家の現有 

山林面称 800ha の9 ち 大部分 はこ の時入手 したものである。

I家の山林の林令構成をみれ判るょ ゥ、戦前の造林面積は僅少で、 

葉樹2 00ha の大部分は戦后に造林したものである。戦后造林のりち 

最も大規ﾡに行つたのは昭和2 9年、 20haで、その后#近までは例え 

昭和る。年7ha、昭和る7年。ha と 略一定 している。I家所有山株 

はﾡ石町でも秋田県境近くの央地のため、保安林Kに280ha 指定をりけ 

ており、 その見込面ﾡは約500ha と推定され、広東樹の大部分が保安 

林となっている。

注1 ) 旧村有林につて参考までKにその現況にふれると、昭和30年 

4 月、華石町合併の折旧村有林 4, oooha の9ち1000ha 
を町に移管し、現在はる.000ha を所有し、coゥち40ha 
を学校林、30he を県行造林、 400ha を官行造林と し、約



2,500ha を経営 している: との2,500ha の2ち39ロ 

は造林し、 100ha は天然生スギ林であるが、残りはナべて広 

素ﾡであり、ﾡ炭原木として毎年販売している。との広大な区有 

林は、 選挙で涙ばれる7人○管理委員によつて管理運営され、 年 

間の経常費は2 5 0万円である。現在、 5年間1 oheの遺林計 

面を樹て区有林の積極的経営に当つており、 U.I氏は管理委員長 

の戦にある。

w 育林生産

① 苗木の○調達

戦前は秋田スギを買入れていた。終戦直前に吉野スギを植裁 したが失 

敗したととがあり、楽いと とろの苗木は良好に育つが暖地の苗は育ちが 

選いとい う 経験的判断 を もっている。現在 は森林組合 よ り購入してる: 

と ・ 2～3年は地元の種子から育苗した苗木をﾡ入している。

②地 神

時期- : 春に行 っ場合は 4 月初めであるが、竿石地区 は殿雪がお そい 

ため農業が:忙しく労務の調達がむづかしので、現在は主として秋( 9 
10.11月) に行っている。

功程- : ササの繁茂状態で多少興るが1ha 当り30〜4 0人を必要 

とする。

③植 付

時期一 : 4月2 0～3 1 日までに主と して植林する。

功ﾡ- : 1人1日150～200本。

植ﾡ本数- :スギ1ha 当りる00 0本植林し、補ﾡは2 0〜3 0% 
おとなう。密ﾡ して補ﾡの必要がない上 9 cするために 4,00 0本植付 

ナれよいが、造林面積が少いか ら3000 本植で補ﾡを行っている。 

生産距離の差晃があつても柚付本教は変えていない。 カラマ ッは2,4 o o 
～2.5 0 0本械付し、補植の必要はな い：, 

② 下 刈

時期- :年1回7 月初旬〜 8 月中旬に行 9s
回数一 : スギは植付後7～8年目ま で年1 回実施している。カラーッ

は 4～5年実施 している。

功程一 : 1ha 当り1 0人

下刈ﾡ- : 下刈機は買入れていない。理由は2つあり、 その1 つはか 

つてﾡ入 しょっと して現場で業者に xつて試運転 してもらつたとき、下 

刈機を木に引つかけて部分品を飛して しまい、 それを探のに長時間 

かかり、 1たスギに傷をつけた結果となつた。結局I家所有の傾斜地あ 

るは小石のある山では換作がむづか しこと、 オ2 は労務事情が悪く、 

下刈の労務者は5 0才近い年配者が主体となり、若い労務者がいないた 

め機械の操作が できないとい う点であつた。

⑤明切り◆除伐 ・

1 0年生頃に除伐と一緒に実施する。木の育ちのよいところはおの育 

ちも よく、ﾡ切り をしてはじめて林内に入れるよらになる和である。投 

入した労ﾡもあとの作業の苦労を考えるとなんでもない。 1ha 当り2 
人の功程である。

②枝 打

枯枝は自然に落ちるので施業と して必要ではない,

の保 ﾡ

山火事、 害虫など発生したととはない。昨作年西風の吹さつけたととろ 

のスギ ( 4〜5 年生 ) が約 1.000 本枯れた。 こゥしたと とは初めての 

経験で、春先に赤く な り気がついた。

雪起し作業は必裁で、その必要労働をは下刈と问様 1 ha 当り10～
1 5人である。

©施 肥

2～3年生の造林地 1～2ha Kに試験的に実施したが結果けはい上 2 
c思 9。 進林する時に施肥するのは手間がかかるので造林后にやつてい 

る。

V販 売

①間 伐

スギの場合、 オ1 回間伐は 1 5～1 6年または2 0年に行い、 それら 

の用途は垂木材 ( 目通り 6～9m)、稲かけ材等で 1本10 0円程度の 

価格となる。 オ2回はる0年目で、 この時の伐採量は8るm程度である。

カラマ ッは末だ問間伐期に達していい。

-4 6-



②主 伐

スギ、 カラマッ共に伐期は40年、 スギの俊期材積は278m"である。

俊扱量は昭和る 7年は697( スギ人工林 )であるが、多い場合出

5567°(スギ天然林、 昭和35年)を伐採したが、 とれは家の建設費 

に充当 した特殊な例で、経営上は年間 200～30 0万円の収入を目標 

と して伐採量を定めている。 したがつて現在の相場では約2 7 8mがは 

採量のめやナとなつている。

③伐 出

立木売りなので関係ない。

③販売方法

販売の相手は地元森林組合 (製材工場を直强 している ) 地元業者、 

盛岡•花巻方面の木材業者。いづれも立木売り：,

材積は森林組合に依託して調査 してもら9 、売買交渉の際は業者の

測定結果に従う例が多い3
業者との契約は1 0月・1 1月に行9。とれは所有山林の伐木搬出が 

冬の積営期にのみ可能な山があると とと、 も91 つの理由 は国有林材を 

営林署が1 0月末に公売し、 との公売が木材価格相地のメドになるため 

である。

代金支払は美者によつて若干異るが、普通契約の瞬1部を支払い、残 

金を契約後1 ヶ月目Kに支払り。

③ 市場、価格に関する情報

地元森林組合が製材工場を直営 してかり価格に関ナる情報は適ﾡに把 

んでいるが、 U.I氏は森林ﾡ合長であるためとれ ら の 情詔 を 十分利用 し 

ている。

② 資金調ﾡ

ナべて自己資本で行つている。

u管 理

① 林地境界調査、経営案作成

境界につてU.I氏所布山林がいづれも峯境、あるいは国有朴、岩 

大被習林な ど と境界を画 しているため境界の不明な と とろは殆んどない。

周囲 測用 は 実施 したい と 思 っ が、 統空写真で約2 5万円のﾡ用を必要
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と し、実測する と さ ら多額の費用をするので考町 しているs 
ﾡ営案は作成していない。

②管理組総
山林の所在する部落に 「山守」をのいている。山守の大きな機能は林 

柔労働者の調達と現場の作業指導にある。山守 と 管理面積は I家○場合 

次の通りである。 .

山守 年令 備 考 管理面積

1.
2.

A
B

7 7
5 0

4 0年以上の経験者、 s 0 0町歩

5. 6 8 30 "
4. D 6 0 20 "
5. 6 0 100"

山守に対 して定額の報酬は支払つていない。例えば下刈な ら下刈に出 

役した場合に他の務者と同様に 1 日当り 賃金を 支払う,山守に対して 

はとの上 りに現金での報酬は特別にないが、盆暮の 2 回、半態等の物品 

を支給し、 また作業終了后は会食をして労をきら9。との他、年1回 

山守の慰安の催を %つている。

貨金は昭和 s 0 年頃、造林の場合、男400円、女250円、昭和3 
6年には男5 0 0円、女3 5 0円、昭和 3 7 年は男 550円、女400 
円である。労め力の給源は地元部落である。

労務と機械化については下刈の項で述べたよ っに、造林労務者は年配 

者が多 く、 若人と云え女子であるためかな りのエネルギーを必要と 

する下刈機を利用できない現状である。

③経 理

簿記形式によ る経理は行って いない。調査時点(1 0月現在)で昭和 

37年の年間林業収支を概算すると、収入面では立木販売、6 2. 5 万円、 

(スギ4 ?7ぴ) 木炭原木1 3万円 (木炭2.50 0彼分) で収入合計 

775万円となり、 これに対して支出面は途林、保育その林業経費見込 

額1 0 0万円で、 との時点では赤字となつている。これは伐採量が年間 

目標量よ り少いからで正常ではない。



VI 経営者の意見(改策問、経営間ﾡ)

① 林業税制と く に相統税は大き な心事で、 対策と して現在雑木山であ 

る山林を物納する考えでいる。 相続税を契扱と して手入れしない起放林 

を放突して経営を集約化する計画をもつている,

② 林業基本問題で取上げた家族経営的林業=ﾡ家林については、&家が 

山林を もつてうまく いけばよ いがむずか しいと判断する。かつて 1 ha
2円の権利金を支払いないで放ﾡ した例があり、 また当時は山に関心が 

なかつたとしても、 税金を収めるのは困る といつて自分の利用していた 

土地を官地に入れた例もある。林業は造林に資金を投じて何1 0年后に 

収入を得る %のであるから、資金に恵まれた人 が行う べき のであると 

考える。

③ 森林組合間題はむづかしいへ問題である。森林組合が単に造林補助金○ 

手数料、融狂の手数料などで運営しょ 9 とするのは問題だ。地元森林細 

合は製材工場(昭和2 2年設立、設備、 50P、大制布ﾡ1、小割帝係 

2、製西用丸ﾡ8、従業員4 6人 (内職員 3 人、源転手4人、技術者5 
人 雑役夫る 2人)年間原木清費量約 3007 ) を直営して利基を 

挙げ、村民には雇用機会を与え、また賃換は安く 行って地元民に貢献 し 

ている。製材工場設立の斉金は影林中金より借入れしたが、5年前に増 

資分 1 0 0万円を U.I氏ﾡ人が出資し 現在は資本金 300万円となっ 

ている。 協と森林組合を統ーナるといり意見は、 それぞれのﾡ能が具 

るから困難を問ﾡである。 一

岩手県関係 (その2 )

I 調査対象者

①氏名(略号)。 Kﾡ場

② 所有山林の所在池域。 T石町

③ 来営事業。

K貴場は明治2 3年に創業されたもので、わが国で唯一といわれる大 

規模殺場であり、東京に本社をもち、農場は岩手山の南範の一帯にあつ 

て、戦后の機地改革で1 000he を解放したが、現在もその経営土地 

面積は2,600ha C及んでいる。

豊場経営の点は種帝の生産、販売にあるが、その他に乳業、負産等 

%あり、後述の広大な林野面積を経営する山林部もその一部門として も 

つている。 K農場はとの上 らな多部門をもつた総合公場である。乳牛飼 

ﾡ頭数が現在 3 0 0頭というか らその規模は容易に想定でき よ2s 貴場 

の組ﾡは長場長の下に総務部(総務、経理、飼料、営掛、車ﾡの各課と 

盛岡 出張所)、種畜部(種牛、種ﾡ、種羊の各課)、乳泰部(耕作、典 

枳具の各課)、山林部(育林、林ﾡの各課)といり形態をとつている。

I 所有山林の現況

①面積。 台帳面税

実測面積 1,800 ha
② 団地数 と 分散状況。

農場 1 円にま とまつているので1 団ﾡといつてよい。しか し林地は防 

風林も あつて農場全体に分散 し、近く は国造より 1 Km の地点に遠く は

1 0Kmも離れて所在しているっ

② 主ﾡ樹種とその面ﾡ割合。

N カマッ 44%
カラマッ 25%
スギ 23%

L, 8%
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② 令級構成別面税割合

伐期 面積比率

伐 期ﾡ 及期以上

N カマッ 400) 23ゆ%) 77%)
カラマッ 35 85 15
スギ45 71 29

L
⑤蓄 積

総ﾡ積は約1 8万m"と推定され、 その樹種別構成比率は次の通りであ 

る。

N アカマツ 49%
カラマッ 1 9 "
ス ギ 23"

L 9 "
計 100"

II 経営の沿

林業は機場経営の一部門と して経営されて きたのであるから ﾡ場の沿 

革にふれながら林業のとれま での歩みをみる ととにする。

感場経営発展の歴史次の5期に区分できる。まずオ1 期は明治2 3年 

〜32年の創業期で、農場は殺放経営を主眼として運営され、との期にお 

ける林業は画場内の防風林植栽を主と して行い、また原野に自生する赤松 

○振育を中心においた。防風林の造林は年々 5 ha 前後で明治る 2年まで 

Kc約64ha の造林を行つた。

オ 2 期は明治 る 2 年〜 5 9 年で、と の期はﾡ場経1が岩崎家の単純経営 

となり、経営内容も牧帝を主体とした ものに変換された。林業経営は前期 

cつ ゞいて防風 ・ 防雪 •水源涵奈林の植栽をす ゝめる と共に、 大規校な用 

材林経営を 目指して施業をす ゝめた。 ナなわち前期ま では44 ha であっ 

たが、明治 37には342ha、同39 年には.8 0oha Cも迷 したので 

ある。 しかしとれらはまだ人工造林ではな くアカマ ッの天然更新によるも 

のが多かつたのである。

オる期は明治3 9年か ら昭和 1 2年までのる 0数年にわたるが、 との期 
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にK農場は資本制ﾡ場と して確立されたといわれている。ﾡ牛は年間 

368頭(明治4 2年) を記録 し、育馬はま た年間159頭( 大正 11年) 

○最高を記録するな ど飛躍的な発展をみせ、 感耕生産でも輸作方式を体系 

づけ、 またイギ リスから母耕用 ト ラ ク クー の導入がみ られる ( 昭和 2 年 ) 

など、農業は充実した。林業経営面でもとの時期はﾡ期的なものがあり、 

明治4 3 年忆は梅林部 ( 現在の山林部の前身 ) が独立 し、用材林地 けさ ら 

に拡大された。本格的な林業ﾡ営が開始されたといわれる明治 34年まで 

は、植林は主として人夫の用途頭、野城草採取請負人を米ねたもの○の請負 

造牀であったのが、34年以降は臨時雇による直営進林に変り、 また樹稲 

別造林面積をみると明治期はアカマ ッ(50%) が主で、カラマツ (15%) 
がとれに加わる程度だつたが、大正期はカラマツが主となり、昭和に入つ 

そからはスギが中心となつた。大正1 0年には製材工場が建設され、昭和 

1 0年には木炭生産を開始している。なお、 大正1 3年にはﾡ場はじめて 

の施業案が編成されたのである3
を 4 期は昭和 12年よ りﾡ后のﾡ地改革ま でのいわぱ械時体制下の農場 

般営期である。育馬部門は戦馬生産のため好況を保ったが、他○育牛・ﾡ 

産部門は戦時下の労務不足、流財不足のため生ﾡは少する一方であつた。 

○時下の林業生産は、ﾡ く 伐期Kに達 した林木の販売がインフレとともに林 

參は騰貴 して収益増加を %たら したが、一方では労働不足に基づ く 造林の 

体帝とアカーッの巨木約2 8万m"(総警積○約2 0% ) に及ぶ供木によつ 

て 瑟しい蓄積減少を まねいたのである,林業は* さ に 掠奪 ・ 荒嬢期であつ

た。

オ5期はﾡ地改革を迎え、舟場の存続をめぐつて混とんと した余曲折 

を経*が、結局1 00oha を解放して舟場存続とな り、 本格的な事業再

が行われた時期であり、現在の基礎ができた時期でもある。すなわち昭 

m3 1 年には経営組歳を現在の部課制に改める と共に乳業部を独立させ、 

4 た従業員の暇階制を制定するな ど経営体の充実につ とめたのである。林 

業は費材は もとより パル ブ • 坑木の需要増加、 木材価格の高勝 とう 条件 

ト で生産規模も大き く な り、ﾡﾡ面でる最近 5 ヶ年平均の植栽面積は 6 0 
ha を超える程に増大して現在に到つている;

v 育林 生産



① 苗木の調達

年間1 5～1 6万本を必要とする苗木はすべてﾡ入している。購入先 

は岩手林業である。岩手林業は良心的交苗木生産会社で、北上市在にあ 

って アカマ ッの優良品種を生産 してる。 カマッ・カラ* ッ種子は K 
ﾡ場の母樹よ り採取したものを用いている。調達の際は森林組合を通じ 

て入手する形をとつているため、 協定価格より若千高くなつている。協 

定価格はアカ マッ52ぐ カラマン 35 1ぐ スギ 7ち 6eある。

苗木を自家生産じないのは、養苗事業は労力が非常にかゝり、人件公 

が:かさ むためであるという。

②地 ﾡ

時期一: 7月下旬～8月上句に行われる下刈を終了后、金すきの8月 

15日から1 1月中句ま でに行 9。

功程一： 1ha 当りる 0～6 0人。 ササの繁茂状ﾡで非常にちがつて 

く る。地ﾡの方法は全面に刈り込み、刈り とつたﾡ木・ ササ類は救ヶ所 

に推積して火入する。

③ﾡ 付

時期一： 融雪( 3 月下旬)后、4月10日頃苗木を受取り、4月15 
日頃から植付をはじめ5月1 0頃までに完了ナる。

ﾡ付本数と功程一:昨年さではha 当りスギ3000本、 アカマッ、 

カラマ ッは昭和 34年まで3,000本、 それ以后 4, 5 0 0本であつたが、 

今後はスギ、 アカマッ、 カラマツ共に4,500本と密植化ナる方針であ 

る。客植が可能となつたのは良い苗木が多量に生産でき るよっになつた 

供給側の条件と共に林道の発遠により間伐材の利用販売が可能となった 

需要側の条件を挙ける と とができ る。また技術的には密植によって林地 

の う つ閉をはやめ笹を消波させる効果がある。

植付方法で特長的な ことは縄張り によって列条に正しく植付けるこ と 

と、 アカマッ、 カラマッの混ﾡである。植付順序は岩手山ﾡの下の方か 

ら始めて次オに山頂向う。

ﾡ付は臨時人夫を近在のな家から雇用 して行 りが、 1本1 本注意 して 

ﾡ付る よ9 して決して能率を挙げる と とを中心に考えない。功程は 1 
人1日150～200 本が目安で、昭和 3 7 年の実積は 1 80本であっ 

た。苗木の羽途時の細心な注意と植付時の慎重な配慮から、苗木の活着 

幸は極めてよく、 カマッ?8%以上、 スギ95%である。

②下 刈

時期一: 下刈の労務者がﾡ場近在の歳家であるため、田植終了后が下 

刈期となる。 ナなわち6月下句から8月上句までである。

回数一:全樹種ともに植付后5年間にわたり、年1回実施する。下刈 

の原序は苗木の成長状態との関係か ら最初に 2 年生を行い、次に植付年 

次の苗木の下刈を行9。春にﾡ付した苗木は前年の秋に地持を してある 

ため雑草の繁茂はさ程密でないためである。次に3年生、 4年生、 5年 

生という順序で行う。

功程一: 1ha 当り平均8人。しかし下刈の功程は林祝況その他の条件 

でかなり異って く る。下刈の功程に影響する因子の 9 ち主体に関する も 

のを除いても、①墓の有無、②笹○有無、⑤雑草の種類(天本科植物か 

否か)④草の及、 5天ﾡの良否が挙げっれるとい9。 また早い時期であ 

る 6月には草量が少な く1ha 当り 8人〜 1 0 人程座、 8月になると同 

じ場所でも 10～12 人に増える。 との地方では笹の有無が大き く 影響 

い 6月に下刈を行っ場合でも、笹型では1 0—1 2人、 非笹型では8 
人程度 である。用具はいづれの 場合 も 下刈銀 ( シ刈式 たはナ タ然 )を 用い 

°変 切 り

時期一: 7月下句～ 8月上旬。 アカマッ・ カラマッは7年目と9年目 

と2回、スギは7年目、 9年目、 11年目と3回行う。

功程-: 変切り といつても単に憂を切断するだけでな く、 下刈上りも 

切株は高いが下刈と同様に草も刈取る作業である。そのため所ﾡ労働力 

も大きく1ha 当り1 0〜1 5人、平均 1 1人である。

②除 伐

菱切り と同時に行つている。

の枝 打

校打は位かに 7～9 年生に行 う 程度で殆んど行って いない。枝打材は 

燃料材と して利用する。

®保 護

保渡の面で特長的な こ と は、 造林の と ころ で述べた ア カーマッ.カラ
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ツの混ﾡである。 もともと との混植は道路端の混交林の成長がよかつた 

ことからけじめたというが、 アカマッ林○奈育を目的として、 常西風か 

らアカー ッを保ﾡナるため列状に カラマ ッを進林 した。 混ﾡ林は昭和2 
6年よりはじめてすナでに350ha に達した。 との混植林が:現在京北全 

体に憂延 している カラマ ッの先枯病に対 して有効だつた。 カラマ ッ単約 

林は相当な被害だつたが混植林は発生が少なかつた と とが認め られた。

②保 ・

まえ に固形肥料 (命スーパー ) を試験的に施用したことがあつたが、 

昨年は山林部で各要素肥料を賭入 して配合肥料をつく り、 アカマッ・カ 

ラマッ・ スギの各樹種に合計 1 5 ha 程度施肥した。

こうした贈入杷料とは別に、 3年前から、 忠場職員○人獲を処理ナる 

ため、林内に滞を堀り、 衛生車で運びタンクで散布している。人養を放 

布 してる林地内のスギは他と比較 してた しかに色が よと判断 してW 
る。

また地力低下したと とろには =バハンを混植 している。

地力につへて1 つの見聞がある。 それは アカマッ を仕立た場合と カ ラ 

マジを仕立た場合に地力の消耗はど ら 上 うに異るか判らなかったが、旗 

地解放でﾡ地に転換され、 感作物 (主として ヒェ •アヲ類)が救培され 

たが、 その収量は同じであつたととから、 地力保持という点では両者同 

じではないかと判断しているという。

V販 売

①間 伐

各樹種別の間伐は次の基準によ り行つている。

スギな。噺豹

アカマッ(ﾡも6業)
カラマッ(横付本数) 

3,000本ノ

年次 座 年次 間伐率 年次 間役率

1 6～2 0 58% 1 6～2 0 5 3% 1 5 6 0%
2 1～2 5 13〃 2 1～2 5 33" 1 6～2 0 2 1 "
2 6～3 0 11" 2 6～30 30" 2 1～2 5 1 9 "
3 1～3 5 10" 4 0 (伐期) 35(伐期)

4 5 (伐期本数)

伐期成立本数 1288本 伐期成立本数 907本 伐期成立本数 752本

②主 伏

伐期は前表に示した通り、 スギ45年、 アカーッ40年、 カラマッ 

引 5年である。

伐探量は過去5 ヶ年平均で年間約 5. 8万m、 その内訳は丸太2. 6万m、 

足場丸太 0.1 万m ﾡﾡ o. s 万m 木炭 原木 0. 3 万m"で あ る。

②な 出

伐採 ・搬出はる ちろん貨立に積載するまですべて忠場で行つている。 

とれら○作業はﾡ場の従業員が直接行 う ○ではな く、舟場近在の兼業ﾡ 

家で常用労務者と してﾡ業に働 く 労務者に よ つて行われる。地元には 

"親方。といわれる組頭がおり、 とれに請負の形で仕事を渡す。伐木・ 

造材は労務者個人に仕事を渡ナ場合もあるが馬車運搬は大部分が組頭を 

通ナ請負である。馬立運搬は 1 台では積ﾡ作業が困難で必然的に何台か 

の○組合せを必ﾡとする。

伐木功程は普通 1人1 日17～2.2m、m当 り経費2 90～5 6 0円、 

平均集材費は7当り 90～1 10円、馬車運搬は4〜5Knまでは 1 日 2 
回、6〜1 0Knまでは 1 日 1 回の功程となる。1 回の積破地は花燥材 

287ﾡ度、短距離の場合にはる。m°まで積成ナる。平均m当り搬出費 

は360〜540円であろ。これ らはいづれも舟場内林地か ら端場績K 
駅までの搬出費である。積雪時の 1 2月末～3月末までは馬 りによつ 

て搬出するが、ﾡ用は馬車と略同ﾡ度である。

②販売方法

生産される林産物の う ちﾡと木炭の一部はﾡ員用と牛乳処理に向け ら 

れ、また素材つ一部は自家用材と して製材される。販売される素材は東 

京・ま城、地元に向けられ、パルプは日本製紙ﾡ木は常磐炭鉱に販売さ 

れる。パルプ材、ﾡ木の販売については特定会社と長期的な契約を結ん 

でいる点が特長である。

5 市場・価格関する情報

企発として運営され、また製材工場を直接経営しているため、 材価に 

関する情報は十分把握 している。

の資金調述

β場創設から40年間は、林業部門は投資する一方であったが、こo
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期は三菱のﾡ宮を資本がその財源であつたと とはいうまでもない3 伐期 

に達 してからは、 とれまでに営々 と吉積された林木の販売収入がﾡ場の 

中でも大き く なつた。現在は林業収入は林業支出をはるかにォーーし 

ている。

u管 理

① 経営案作成

大正1 3年、勝場内林地の施業案か岩手大学林学教室の担当でっく ら 

れたという。以后昭和4年、同9年、同16年、同30年、同35年に 

検訂を経て現在に到つている。施業計面は山林部育林課が担当 している。 

昭和1 6年の検訂の際の林地面積は人工林1 026ha、天然林1085 
ha、無立木地 1 10ha、 計2,222ha だつたか ら、現在は当時上 

り約4 0 0ha 減少してたととなる

大正年間 り施業案基礎と して計面的に経営されているので、ﾡ界は 

判全と区割されている ととはいうまでもない。

②管理組総

管理組械系統は次の通りである。

(育林課........造林 •撫育•施業計画］ 駛員 9人

山林部長 1 卜昭台ィらへ
ト林産課........伐採・搬出・製材販売 "•见

林産課に所属ナる製材工場は、馬力数う8P、 42インチパンドソー 

(送台車付)1台、 丸ﾡ4台の設備をもち、年間原木消化量は約1400 
m との9ち1部はﾡ入材である。職員1人、労務者 4 人が従業 してい 

る。

植林・ 下刈等季節的に多量の労働力を必要とする場合は、 近在の米業 

敷家を雇用ナる。その雇用量は年間4万人に及んでいる。育林関係の賃 

金は男 500 〜 550 円、女350～400円である。

伐採 ・ 搬出は請負制をとつて地元の組頭に仕事を出 しているととけさ 

e に述べた通りである。

③経 理

会社経営のため諸帳簿は完備 している。

現在の林業経営収支の概算をみる と 粗収入約 7 千万円、林業支出約4
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千万円であるっ

g 怪営者○意見 ( 政策 ・ 経営間題 )

① 家族経営的林業について

家族で営ま 九 る 小規模林業 の燭合、家庭経済 の影響 を 一番受け る○は 

山ではないだろ う か,

そうすると長期的な 投資を必要 とする林業 では 家族経営はむづか しい 

間題と思う。

② 大規模林案経営について

大規棋林業経営者は林地の生産力を高める と共に、労務者の生活安定 

が経営の前提であると と を認織して、労務者を年間を通じて安定的に雇 

用する必要がある。

念場では昭和2 5年に次の上 う な山林経営目標を設定 して経営の充実 

に努めている：, 

(n 収益性の低い広葉樹林600ha を有利な針葉樹林に転換する。 

(n) 場内各所に散在する草生地、蔽地 を 整理植林 し、未銀地買収につ 

て失われた面積をで き るだけ回復する。

() 林道網を一層改良強化し、山林の利用度を高くナる。

現在は広葉樹林で残存しているのは 140ha 程度になつたが、 とれ 

が残って いる のは 1 つ は森林 の保渡 とい 9点、 またﾡ育作業の労務調整 

とい9点か らみて現状が妥当 と判断されるからである。林内の林道網は 

次オに強化され、現在 トラック道る0Km、牛馬車道 4 0KnK及んでいる: 

林道細整ﾡの効果は単に運搬コス トの低下のみでなく、労務者を雇用す 

る地域的範囲が拡大され、労務者の雇用が容易になつている。 また女子 

労務者を現場ま で輸送で ・ 作業能率も向上している。

③ 林業機械化について

為場の林業機械化は ま ず育生段階では、穴堀機 2 台、 下刈機1台(マ 

ッカラー)を昭和34 年に導入 している。穴堀機は使用した結果、功程 

Kおては手植と同程度か若干落ちるが、 苗木の活着率がよ くまた成長 

も良好である こ と が判つた。 下刈機は荷重が く ま た仕事が根末になる 

欠点をもつているので十分利用されていない。伐出過程ではチェン ・ ソ 

一(マツカラー) 4台導入され、伐採の労務者に共同作業の場合に貸与
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してるが、 主として笑材工場で使用している。集材機、架緑等は林地 

が平担で林消が発ﾡしているのでﾡ入していない。林業機械化の根本は 

林道網を つく ることであると考える。林道の効果はさ きに述べた通りで

ある。

④ 林産加工について

原木高の製品安とい 9 た条件下では岩手山施の山の中で製材工場を経 

営することは困難と思う。

コメント A

-6 0一

大規模私有林の経営Cつての二三の知見

静岡 ・ 愛知県下の調査に関連して

高木唯夫

(I) はじめ
本橋は、去る2月3〜。日わたり野村経婴究室長、吉沢技官と私の 3 

名が担当した静岡・ 愛知県下における林経協会員の林業経営に関する実態 

調査 7年営事例 を基礎にしている,

との調査の意図は、現在林業本間題等において注視されている家族経 

営的林業経営を含めて、わが国における各種の林業経営のかたち (形態) 

と○相互県ﾡのも と で、林経協会員が営んでいるいわゆる大規校な私有林 

の林業経の実ﾡを正 しく理解するための一つの資料を得ることにあった。

※※ 以下○叙述では大規模林業経営と略記する。

※ 日本林業経営者協会

さらにいつて調査の視点を、 主として次の二側面に分けて考えた。 ナな 

わち一方では、例えば林地所有の形成の過程とともに、 それらの林地が経 

営林地へと移行する退程において、森林所有者がどのよ りに経営者と して 

の機能 を発揮し、林業経営 を 営み っつあるかといつたいいかえると林業経 

営を理解するためのﾡ命&ﾡﾡの把指においた。また他方では、各経営の 

経営成果を試算する場合の恭礎資料とするために、例えば造林 ・ 保育に関 

ナる各種作業の方法とそれに要した労働量 ・ 苗木などのﾡ材量、 ﾡ用労働

者数と賃金、年平均の林産物販売詞:、立木・素材価格および経ﾡの年平均 

初支概算などいいかえる とその経営における林業の投入 産出の量的な 

何面の把握においた:,

要するにこの調査では、 "大規模林業経営の将来における合理的な姿 ( 

形態 •規模)" を描くためのよりどとろを得よっとするととろにあつた。

ところで今回の調査だけからは、私は上述 した調査視点の "合理的な経
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営の姿m を明確にﾡえることとができず、 との問題を今後に残された課題と

せざるをえなかつたっ とのための考察を、 "合理的な経営の姿。と現在営 

まれている経営の実態との隔りがどのよ う であるかといつた方向ではナす 

めえないし、 かつまたそのとと が大規校林業経営論の考察○意味づけも弱 

W ものとするか も しれない。

しかしとのよ 9 な限定された枠内ではあるが、 私が以下提示し うとす 

る議論は、焦点を主として、 営まれている各々の大規横林業経営が、 合 

とい9るためにはどのよ うな条件を湾しているととが望ま しいか、 さら 

に付言 していえば、大規模林業経営が経営を名級らみるための有利性、可 

能性がどとにあり、 それに比べて実態はどのよ らなつているかといつた 

側面に合せてみたい。 . ,

とのよ う な吟味をすすある こ とは、 上述した "合理的な経営の姿。を論 

じるための遊礎的な条件にも連るし、 また他方、 現在すすめられつつある 

"家族経営的林業経営が経営といい 9 る条件を具えているか否か。とい9 
議論と同じ土僕で論じ合えると とになると考えたからである。

(I) 三三の知見

① 林木ﾡ積の大きいととと産出水ﾡの高いととにつて

経営を組織づけきための条件の一つにその経営の有している林木蓄積

0大きさ とそれを基礎に して産出される生産物の大きさすナなわち産出水 

準の高さの問題がある。

調査対象の7経営才例の ち、所有山林面積がと く に大きH社団 ( 

2,20 0ha) を除く他の経営は、 その面積規ﾡが1 00〜800ha、 

著積(推定)量1〜4 万m ﾡ出の水ﾡ を最的にみ る ため年平均便採京 

を と つってみる と100 0～2. 0 0 0m ま た価値額でみるため年平均ﾡ 

収益をと つてみると 1. 0 0 0～2,。 0 0万円であつた。 ま た他方とれと 

関連して投入の水準について、これを年平均ﾡ林 ・保育でみると 

100～300万円であった。 (いづ九も付表参照)。 ・

これらの実您から私は、次の点を知るととができた。ナなわち林経協 

会員のよ 9なわゆる大規模崎Mﾡしている経常は、本項の初めにれ 
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起したよっに、 その背後に大きい林木ﾡ積を持つており、 その基礎の上 

にたっ て忘い水準 の 産出 を行つて いる とい ﾡ面がある。 との上 9な高 

い産出水準を保障する と とができ る大き 林木ﾡ積を有している大規検 

林奨経営は、小規模林業経営( そとでは背後に大きい林木ﾡ積がな く、 

極退な場合には裸地に とれから造林し林木ﾡ積を形成しよ う と している ) 

c比べて、 合を品級らみるための条件をョ り有利な立場にﾡいている 

といえるだろ う。

さ らに議論を続ける として、そこで経営か組綵づけ られていくための 

条件を ヨリー 層 明 らかなものにするには、 上に述べた高水準の産出の 

一部 (林産物を販売して得た収益の一部 ) が、果して計画的に次の時点 

○林木ﾡ積の形成のために投ぜられ (造林 を すすめ ) その形成が進行 

すると いったいいかえる と 林木落秋 を 中心に 置いて、一方では林産物の 

販売 (流出面) と他方では造林 (投入面 ) が、相互にかつ永続的に循環 

している状態にあるか否か例えば前述したと とろの産出水準を示す年平 

均根収益 1000～2.000 万円 と 投入水準を示す年平均造林 ・ 保育費 

100～う00 万円の対応関係など、 cついて堀り 下げる必要がある と 

考えた。

なお、このよ うな経営を組織づけるために大規模階用にとつて有利な 

条件となっている大を い林木ﾡ積 ( その基礎になる森林の構造 ) が、他 

方経営をめぐるそ の外 側に 位ﾡナる 諸条件 ととに現行 の林業税制 政 

策面 の経営に対してとられる厳し規制のために、 それに対処する 

過程で大き く 歪め られている点を多 く の事例でみた。と の間題は政策に 

逃るだけに被雑を側面をるもつているだろ 9が、経営を組織してい く過程 

でこの間題がどのよ っ な制約を及 しているかと へ.う側面か ら追究す る 

ととも との問題を見直させる契ﾡにえりはしないだろうか。 もつとも 

その場合前提と して経常者は、次項以下でふれる と とろの経営を構成す 

る諸要素を適確に把握し、しかも公にしうるだけの進備が必要だろう。

② 育林諸作業に対すナる経営者の直接的な働きかけについて

例えば愛知の0.M氏をみると、氏は、 作業主任として林業技術者(大 

学卒)を、 またそのも とに月平均2 3 日間林業労働に就業する機会を保 

際しながら通年脳用労務者4名(付表参照)をﾡ保、維持し、育林〜素
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材生産までを行つている。氏はまた、 育林生産に臨だ経営者の態度とし 

て "林業家である以上、極端ない方をするなら、 植付だけは自分の 

手で行いたい。 さらにできるととな ら下刈な ど保育面までを自分も手が 

けたい。そ う しなければ苗木の生育に安心感を持ちに くくま た成林した 

ときの喜びも少い。・ とう意味のととを述べられた。なおとの点にっ 

て付言すれば、私が別の機に調査した中 •小規模の私有林経営 ( 自分

をはじめ主Kに自家の労働力を中心にしながら 一部ﾡ用労働にも依存 

- ﾡ業生産と と も に林業生産 を も 自 己の経営のなかへ積極的に組み入 

れつつある経営のかたち) の経営者においても、 しばしば同じ うな事 

実に接してきた。

さて、いま とれら上述の問題を私なり次のよ うに理解した (少し 

論が細 くなる嫌いがあるが)。

林業生産を営む経営者は (経営者である以上)、経営の○規模が大きく 

なりそれに従って労のが:不足ナれば、必要な労働を雇用する と とも考え 

ねばならなくなるだろっ。 そしてたとえ経営の外よ りそれら不足分を補 

2労働力を雇入れたに しても、林業生産がその経営の中に同く入り込む 

ためには、経営者自づか ら労働の一部を も積極的にその林業生部 (と く 

Kに育林の過程 )必会労働と して意織しながら投ずるととによつて、し 

かもそれに加えて ﾡ用 労働 をも含めて、労物の投下 をある一時期だけに 

限るのではなく年間を通じ、さ ら林業生産の長期性のために育林・保 

育(ﾡ付、下刈…… ) を通じて 連続 して行 う と とが必要となる。

経営者の行動がとのように理解される場合には、 そとに経営を組織っ 

けるための条件の一つがみられる とナる議論に連る。と ころでさ きに例 

示した愛知の0.M.氏の育林生産に対処している事実、態度から、 o.M氏 

自身との上 う ボ林業経営を組線づけるために 自 己の労働を必最発働と し 

て 意織 しけ じめ、かつ自己の経営に労働力を固定しよ うとする方向にあ 

るといえる。 したがつてとのO.M.氏の担う林業経営は、このような経當 

を組総づける一つのﾡ楽である労働力の側面か らみる場合その条件を満 

しっつあるとみること が できよう。 ( なお家族経営的林業経営において 

も、 そとに経営が成立つているか否か、成立する芽があるか否かといっ 

問題を、 上に述べてきたような経営を組織づけるための諸条件 例え 

ば 自 家労働 力による造林の推進にその芽が見出せるとするなど ーを め 

ぐつて考察がすすめられている )。

③ 森林管理とくに林地ﾡ界外の明ﾡ化の問題

この問題は、一見する とウェイト の軽譲論のよ っにもみえよ うが、 

いま各調査対象の経営と くに管理面をみると、自己の林地の境界を明確 

にして、林地、林木など自己の資産の○把握のステップを着実にすすナめて 

Wる事例と、 そっでない事例がみられた。

経営を組烛 してい く ための基礎的な条件整備の一つと して、 経営者けは、 

少くとも自己を除いた他の経営構成要素 —— 林地、労働力、林木、資材 

など——の現況の把撮に努める必要があろ9。との意味からしても、 ま 

たととに林業を専業にしている大規模林業経営にあつては、 その-っの 

ステップとしてこの林地境界の明確化の問題をすすめてよいのではない 

だろりか。

調査対象の経営のうち、静岡のK.K.氏は、 大学の林学科に依頼して経 

営案の編成 を行って いた：,そのためKK氏は当然その編成の過程で林地 

のみなら ず林木蓄 積など 経営 を 構成ナ る 諸要 索 の 把握 が 可能 とな って い 

る。また愛知のT.M.氏、 O.S.氏についても同様なととがいえる。すなわ 

ち T.M.氏 は、20年前に既に 林地 の周囲 測量、境界 標 柱の設 世 を また 

0.S.氏も数年前に林学科の学生アルバ イ トCよって全様なと と を行って 

きた。他方調査対象○うち二三○経営では、他に種種な事情があるため 

たのかこのよ う な側面の整備は未着手のよ っであつた。

なお前項①の税制問題あと とろでふれたように (繰返しになるが ハ 

経営にとつて税制の適用が厳 しす ぎる と い う 声があったに してい 経営 

を構成する諸要能 と く K少くと %林地、林木の現況が明示されていない 

殴りは、現行税制がどの よ っに林業経営に影響を及すかをﾡ味する契 

協がつかめK くいのではないだろうか。

② 労務組縦について

( 調査結果から労務幽色を簡単に描くな らば、大部分の経営は次のよ 

うなタ イブとなる。

通年ﾡ用

経営者 —— 管理人 —— 作業員< -l
臨時ﾡ 用



なおとのタ イ プからはずれる例外と しては、 管理人がなくて経営 

者と作業員 (通年ﾡ用 ) が:直特しているﾡ知のT.M氏○ﾡ合であつた。 

(=) 管理人についてみると、例えば静岡のK.K.氏の場合、その経営林地

が:1 7 部落、4 0 Knの範囲Kに 200 団地に分れて分散してWるため、 

管理に当つては数部落を単位に して管理人を配している (現在6名)。 

とれら管理人の選定は、 K.K.氏の先代によつて き め られており現在に 

引継がれている。そのため K.K.氏は自分で管理業務担当のために若い 

技術者を探ろ っとしても、 なかなかドラィ に割 り 切れないと語つてい 

た。

しかし反面、調査対象の う ち裂在の経営者の手で管理人を新たに採 

用しているケースは、 静岡のK.O.氏、愛知の T.S.氏、O.1.氏などにみ 

られた。

管理人が受ける報酬は、K.K.氏の経営管理人手当の上 うな定額のも 

のはをく、ただ山林労務に出役 した都度、他の一般の労務者主に通年 

雇用と同額の賃金を受けていた。このことの背後には、管理人として 

の立場忆おれぱ、自己の親戚の製材業 ・ 木材業者へ立木を有利に払下 

げる労をとると とに上って@われる とする K.K.氏の管理人に対する判 

断が横わつていた。

しかし反面、調査対象の多 くは、 月当り2,000円～20000円 

とかなり の教差はあるが定額の管理人手当を支給 していた。

( 作業員につてみると、前述の愛知のT.M氏、 o.M氏のよっに〜

7 名、静岡の S.U.氏の 3 0 名H社団の 120名( 付表参照)のように 

作業員を通年雇用してるタイプと、他方静岡のK.K氏や、愛知のT. 
S.の よ 2 C通年ﾡ用に比べて相対的に臨時ﾡ用に ウェイ トをおいてい 

るタイブがみられた。 なおT.8.氏の場合には、その地域(愛知県の最 

北東部) では、 末だ山林労務者に極端な不足をきたしていないとナる 

T.S.氏自身の判断が:市景にみ られた。ま た静岡のK.O.氏は米営の製材 

工場従業員を必ﾡに応じて山林部門に %繰向けていた。なキー般に通 

年扉用の場合にはその内部でﾡ林と伐出過程別の担当作業者をきめて

るが、 植付時期などには伐出担当でも育林部門を応扱しているヶー 

スが多 く みられた。賃金単価は、静岡 K.O.氏の経営ではﾡ付4 0 0円
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(女子)下刈700円 (男子 ) 、 愛知のT.M氏の経営では8 80円 

〜700円、(通年解用 者)O.M 氏 の経営で け 6 0 0 円〜 6 50円( 

通年ﾡ用者 ) であつた。

上述のよ う な労務組織についての実態わ ら次の点を考えてみた。

ず静岡のKK氏は、林業経営に対する意見として "林業生産の場 

である山村は、閉された社会環境、おくれた歴史的条件のもとにおか 

れている" との意味の点を指摘されていたと と を思い合せてみる と 、

KK.氏が採つている労務組総 いま一度繰返すな らば数部落単位に 

管理人をおきその管理人に労務調達な どと任せている点、 ま た立木の 

払下げに当つてはこ れら管理人の利益になる側面を配麻 している点な 

ど は、結局は、ﾡに分食じそる経営林地をそれぞれの置かれ 

てWる山村の社会環境のも と で維持 していこっと してい る経営者の行 

動の一つであろっと考えた。 しかし、議論をいま少しままめてみる。 

すなわち林業生産が経営 と して組総づけられるためには、範囲を労務 

胆絞に限ったとしてみて も、 K家の林業経営において、今後建営の組 

織づけを推進さ せるには、経営に と つて必要とされる労働を永続的に 

経営内に流 し込ませるために経営者と管理人 ・ 作業員の間Iに ョ ッ 明確 

な照用 ・ 賃金契約の結ばれ る こ とが要請される:,

他方愛知のT.M.氏、O.M. 氏は月 2 0 日以上の就業機会を林業面で保 

障する通年麻用の システ イムをと つている。両氏の経営山林はづれ 

も旧村内にま と 1 つて立地 している。

前者 ( K.K氏のケース ) と後者( T.M氏、 o.M氏 ) を 比べてみる と、 

経営を組織づけるための一因である経営林地の分散度合が、前者で 

は極端に分散してお、り、反対に後※ではかな り 自宅近くにま とまって 

Wる。とのよう な林地 の配関状況の違いが経営 を組織づけ る ための基 

礎的要件の一つにな る よ う思われる。なおとの場合当然面積で表す 

経営の規模の大小が密接に関連している ことはい9までもない (各経 

営の林野面積については 付表を参照の とと)。

③ 経営者が担つている林業生産の範囲と経営者の個人的事情 

最後に、 上述の①～の項までの議論と局面を変えて、 まえがきで述べ 

た" 合理的な経営の姿 形態・規ﾡ論 。の問題に議論を緊でお
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く 意味も含めて、本項では経営おける林業生産の範囲につてふれて 

みたい。 ただしとの問題を考え ス*ためには到底一側面だけか らの追求で 

は解 くととは出来ないだろ う が、 そのための一つのステ ップとしてとこ 

では、と の林業生産の範囲の問ﾡを経営者の個人的な事情とい9側面と 

の関連においてみてみようと試みた。 ナなわち、

立木のまま で生産者が手放 し、売却す ること はﾡ業でWわれて ・ た 

"斉田売り" に似ているとか、 また他方立木生産の過程に留まらず、生 

産者がそれ を 素材生産 し、製材 し、 市場を通じて販売ナるととまでを担 

9 (いわゆる一貴生産を行 ) ととが、 経営者のとる行動と してはより 

一層好ま し方向だとか、殊に この問題は経営の規模が大き くなるに従 

つてそのような方向に向うるのだとか、経営者が担り林業生産の範囲の 

間題については、種々な論議が行われている。

さて今回の調査によると、調査対象者7名の営んでいる経営は、それ 

ぞれの経営のかたち (形態 ) を興に してお•りかつ担つている林業生産の 

範四 も大なり 小な り 異つて いた。

例えば、一方では静岡のK.K.氏、愛知のT.S.氏のよっに、林業家とい 

2 も のは販売 し りるに足る立木をﾡてる と と を地道にすすめるだけでょ 

いのではな いか、実際手がけてみる と それで手一杯だ との判断 と 経験の 

上に立って、 育林から立木販売ま でを担つている経営者の タ イ プがみら 

れた。 また他方では愛知のT.M.氏のよっに、 立木のままで売却すると、 

その間介在する伐木業者のために、 株木とい ら ものは正拡取引が行わ 

れ難性質のものだか ら、育林に従事 した も のが立木の伐採からそれを 

市場へ搬入し、 正当に取引されるまでを見届けねばならないとして、実 

際にその上 りな行動をとつている経営者のタ イプがみられた。

とれらの事実から、林業生産 ○特殊性 とそれを担う 経営 者の個人的事 

竹の関係について、次のよっ理解した。 ナなわち立木生産までの過程 

にしろ、 案材生産までの過積にしろ、上述 した ように林業生産を担って 

いる能力を生かして経営を組総し運営しよ う と しており、 その一つの現 

れが、 と と で問題に してい る二つの生産過程の違い と な つてみられるの 

ではないだろりか。 との点についてさらに述べれ、 経営者がとれら二 

つの生産過程の 5 ちいづれを担うとと の方が望ま しいかは簡単に言い切 

ることはできないだろうっ 例えばある経営者は、 自分としては前述のK. 
K氏がとつている行動範四で動く と とが自己の能力を最も効果的に発掘 

できるとするものと、 他方ではあるﾡ営者は、前述のT.M氏がとつてい 

る行動が自分と しては妥当だとナる場合が考え られる。さ らにまた経営 

者が担つている二つの生産の過ﾡの違いを理解するためには、経営者の 

主観的な事情すなわち経営者意志 (例えば将来に対する予想とか、種々 

な経営のかたちに対する好みなど ) ○面からみるだけでは不充分であつ 

て、かえつてそれとけは別な側面にある経営者の客観的な事情すなわ ち経 

営者能力の面を重視ナる必がある よ う に思われる。

つまり立木生ﾡまでとか、 素材生産までとか、経営において経営者が 

担う生産の過程に違いがみられるのは、経営者の持っている耗力がどの 

過程で適正に発掃されるかにかかつているよ う に思われた。

なおこ の問題 を経営 の内部の 問題 と して留めるだけでなく、経常とそ 

れをと り巻く 外部 の条件 との関連の も と でいま少し考えてみたい。一つ 

の事例と して例えば静岡のKK氏の場合には、販売の方法は立木売りを 

採っているが、 しか しその販売に際 して K.K.氏は立木の価格評定ﾡ料を 

得る ため に狭森連の市売 市場 の市日 には 白 づか ら見学に 出かけ、今後売 

却を予定 している自家山林の立木各経級と似かよっている出材原木の公 

売状況の資料を得ている。 とのょうな K.K.氏がとつている行動をも含め 

て、経営者 が経営 の外 側 ○ 条件 である市場の事情に揃通するととによつ 

て、さらに評言すれば経営にとつていままで与えられた条件 (与件) と 

考え られていた経営を取 り巻く 経済的諸条件 - 市場の機構、価格の動 

きなど - を、個々の経営者が一層理解じ9るととによつて、 立木生産、 

素材生産のいづれの過程までに しろ現在営まれている経営が、商次その 

時々 の○経済条件か らﾡ立しないだけでな く、かえつてその外部的条件に 

対応しなが ら営だと とができるだろう。
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コメント B

大規模林業経営の二つの問題点

吉沢四郎
_ ()

9月初め、野村室長、高木技官と共に、静岡県天竜川流域と愛知県豊川流 

以のいわゆる大規棋経営の実態調査の機会を得たが、 それから1 ヶ月おくれ 

た10月初旬、東北で行われた林学会の折、盛岡近辺の2つの大規模林業経 

営を高木技官と一緒に調査すると とができた。こゝ では東北の 2経営を中心 

として、必要に応じて静岡・愛知の大規模経営にふれながら、 わゆる大規 

機業経営に関する素直な私の&急を述べたい。コメントでなく 感想にﾡま 

らざるを得なかつた○は、 私が近代的合理的林業経営の全体的ビジョンを明 

確に描く まで到つておらず、 したが:つてこのビジ ヨンか らみた現実解営の 

批判・ 問題点の指摘といつた コメン トをなし得なかつたからである。正直の 

ところ今度の調査に当つたいく つかの林業経営の中に、 その源泉というか素 

材を求めていたのである。したがつて 本稿では調査の 中 で大規模林業経営 の 

大きな問題と印象づけ られた2 つの問題について私の素直な感想を述べたい。 

その1つは大規校林業経営における育林過程から伐出過程ま でのいわゆる一 

項経営○問駆であり、他 の 1 つは地竣社会と林業とり問題に結びついた管 

理機構の問題である。

⑵

私が今度の調査で初めて大規ﾡ林業経営の実態ふれて非常に驚へたと と 

は、予想以上にナぐれた一貫経営が見られたととである。一貫経営のもつ有 

利性と して一般的には次の 3 つが挙げられている。①日本経済の高度成長に 

%とづくﾡ山村の労働力の都市への移動に伴つて、林業労働力の確保が困難 

な現状では、育林、伐出両部門の労働力 を ブールする ことに よつて安定的麻 

用を図るといり労務調達上の利点、 ②労働力の不足と と もに労働の節約と労 

6生産性の向上が強 く 災請されているが、と の具体的方法の一つは林業生産 

の機械化であり、そして、現在の林業機械の技術水ﾡ下においては伐出過程 

々機械化の実現性をもつている。 したがつて、伐出部門を経営内にもつとと
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によつて機械化による合理化が可能であるという こと, ③素材生産まで行う 

ととにより、とれま で立木取引にからま る材積見積の非合理性をな く し、正 

量取引ができるとと、等であるが、 これらの有利性は愛知の2つの経営、 T. 
1L氏、 0.1氏の場合に十分発揮されていた。例えば③③についてみると、天竜 

のKK氏は、 立木取引の場合、 材積について相手とﾡのさぐり合いをナると 

いつた非合理性を挙げていたし、 また岩手のU.I.氏は、森林組合の技術員に 

依託 し、立木蓄積 を 測定 した場合でも ※者 と 材積見積 り 髭 が著しく異るヶー 

スがある と と を指摘 し、 その場合には買手の意見に従 9 と とが普通だと述べ 

ている。林業経営者の誰もが認めると う した材積測定の非近代性は、 たしか 

Kに林業流通過ﾡのマ イ ナスの要因と してその近代化を阻止 してきたととは改 

めて指摘ナるまで もない。こ の非合理性 を解決する ため愛知 の T.8氏は材価 

は立木段階で決め、数量は素材石数を検知 して決めると い う 方式をとつてい 

るい 愛知のT.M氏、 O.M氏はこれを素材生産まで実施するととにより完全 

に解決している。 ・

一貫経営の も つ経営的意味は、大規模経営にかい て も 現在の林木蓄積状殯 

とくに伏期に進したﾡ積の有無、林地の分散状況、市場条件等により異るが、 

現在の林業条件の中ではさ き に挙げた 3 つの側面か ら一貫経営は大規校林業 

経営の合理的形態 と 規定 でき るのではなかろうか。

ととろで、岩手の大規ﾡ林業経営の一つは個人有林で東北地方で一般的に 

みられる林業経営であり、他方はKﾡ場経営の一部門と しての林業であって、 

古くから企業経営されているものである。 したがつて、両者の歴史的性格は 

異つており、単純に両者を比較するととはできないが、 大規模林業経営の形 

態からは、 非常に対脳的な二つの形態に類別できると考えるので、林業経営 

上のニ・三の項目につて両者を 対比 してみるととにする。

項目 U。I家 K舟場山林部

形 態個人有 株式会社

歴 史 明治40年頃より現在 明治る6年より継営されたが、書

○規模。 地改革の際山林の一部(約1000
町) を解放して現在の規模になる。

面 積800ha 1800ha
— 7 2 —

団地数

人工林率

5 団地 

25%
1 団地

90%
苗 木 

活着率 

A付本数

ﾡ林組合よ り調達

ス ギ7 0〜8 0%
ス ギ 3,000本

カラマッ 2,400～

特定の○苗木生産者よ り調達

スギ 95%
ス ギ 3,000本

間 住

2,500本

スギ 2回(20年、30年)

カマシ 4,500本

今后の造林計画ではスギ も4.500
本の密植化

スギ4回(16～20年 21～25年、

2 6～3 0年 31～3 5年)

林発根械 特になし 育林過程 穴堀機 2台(昭34)
下刈機 1台(昭34)
チェン・ッー4台( " )

林道

トラック道 30Kn
牛馬車道 4 0Kb

施業案 な し 大正1 3年作成、以后昭和4.2
14.3035. ○各年に検定済

販売方法 立木売 り 森材売り

管理機構 U.I氏一山守 5 人一臨時

労務者

(#、ﾡ員ら人1ﾡ
K総場一山部林産ﾡ )顧員12 ヘ 客

し位転成 7人 者

と ゝでも企※型である K最場が一貫経営であり、他方が立木売 りであるこ 

とに注注目したい。前者が施業計面を大正1 る年からもつて計面的林業を営み、 

彼者は末だ施業案 といった も のをもつていない。経理方式 も 著しい対然 を な 

ナことは云うまでもないが、 とくに林業技術に対する経営者のﾡ度について



ふれれば、 U.工.氏はわゆるﾡ林家型に属する林業家であり、長い経験をも 

ち林業技術に対して卓見 を もつてると とは事実であるが、経営者のそゥ し 

た性格にも拘らず両者の現在の林業技術を比較した場合い く つか○具が見 

られるのである。例えば苗木調達方式をみた場合、 U.I.氏は普通にスられる 

よ 2 に森林組合よ り購入 しているのに対し、 Kﾡ場では苗木生産者のﾡ場を 

視察した上で特定の苗木生産者と結んで買入れている。 カラマッ、 ァカマッ 

につては急場内の母樹上 り種子を採取 してその商木生産者に送っている。 

スギ苗の活着率が前者では 7 0～8 0%であるのに対してか場では9 5%o 
高い活着率を示しているのは、報t付方法とも関係することであるが、その- 

因に苗木調避の用到さ 考え られるのである。 た ゝ注意 していた s e たい点 

は、私が苗木調違の差異を指摘したのは、森林組合によ る 苗木調達が直接菜 

者上 り調する よ り も劣る とい う と と を 指摘する考え は毛頭なく、優R苗太 

Kに対す る Kﾡ場の強関心を明らかに したかつたからである。

育林投資○実積を示ナ人工遊林率をみる と、 Kﾡ場が大さな資本力を背景 

に著し人工林率を示しているのに対し、 U.I.家のそれは25%と低く、し 

か も ゆ后の途株が多い。 もちろんとの 低さは単に氏の個人的事情によるもo 
でなく 東北地方にあける育林生産○発展段除に照応するる○であると見ら 

れる。との点はいわゆる静岡・愛知の林業経営の山林における人工林率がい 

づれも70～1 00%と高のをみると明らかである。ha 当り植付本数は 

U.工.氏がスギる000本、 カラマッ2,500本であるのに対し、 Kﾡ場はス 

ギ カラマッ アカマッ共に4.500本と密植化ﾡ向にあり、 とoととはェ 

ﾡﾡがよ り資本集約化を志向している と と を物語つている。

集約化の傾向は間伐にもみられる。 U.I.氏はスギの場合伐期までに2回 ( 

20年、 30年)実施しているのに対し、 K舟場では4回(オ1回、 16～ 
20年、オ2回、21～25年、 オる回、26～30年、 オ4回、31～ 
35年)、間伐率(本数)を38%、 13る%、 11%、 10%と それぞ丸れ定 

o、客初的に間伐の施業ﾡを定めて実施している。 •

ﾡﾡ化○間題に関してけ、現在 U. エ. 家は戦后から大規模にはじめた人工造 

林 化 に 努力 してい る 段階 に あり、一方 K 舟期 は 一定 水準 の ﾡ積 をもっ た区営 

であり、両者は育林生流の発展区階を興Kしているため、 %ちろんゆ。 

必要度が呉つている と と は老眼 しなければな ら な いが、 U.エ.家は根械化iに 見 

るべき ものがなのに対い Kﾡ場は育林過程では穴堀様2台 ( 昭和3 4年 

導入 ) 下刈松 ( 同年対入 ) を購入 し、伐出過程 ではチェン ン - 4台を導入 

している。穴堀機は男子労働を必要とし、能率も人力と変りないが、 活着率 

が良好で植林后の成長 も 良好である と担当者は説明 している。 下刈機は傾斜 

ﾡにかいて作業が困難であり、かつその荷重が市 く したがつて運転に若い労 

働者を必要とするこ と な ど技術的難点をもつているため、 U.工.家では導入さ 

れずKﾡ場でも効果的に使用されていない。と う した育林過程の部分技術の 

機械化については、機械化のもつるつの特性 ①労働の量的な節約 ②機 

械力によ る 作柒のス ビー ド 化 ③労働強度○軽滅といつた 5つのﾡ面からさ 

らに研究改良する と とが、林業技術者にﾡされている当面の課題である と考 

える。

Kﾡ場では伐出過程の機械化はチェン ッーのみで、地形の関係上索道の利 

用はみられなかつたが、戦后林業経営の集約化の方策と して林道網の整僞拡 

充に主眼をおき、現在林内に ト ラ ッ ク道 30Km、 牛馬車道4 0Knを救設 して 

いる。その結果、 木林搬出費用の低下による収益の増大だけでなく、林業労 

働者の雇用範囲を拡大し、1 6Kmも離れた遠方よりﾡ用できるよっになつた 

とい。愛知 ・ 天竜地域でも労働者を現場まで自家用車で選び、 作業能率を 

高めている事例をみたが、林業近代化 ・ 合理化のテ コ と して の林道網の 拡充 

は今后益々 重要な ものとなつて大き な負担であるに も かかわらず、 林英経営 

者が積極的に林道投資を行う 態度に接 し、合理化への強い意欲を感じたので 

ある。

2つの形態のもう1つの大きな差ﾡは、一方が山守制度を採り、一方が明 

みな管理組総をもつている と とである。 と○点は次にさ らに詳細にふれたい。

(3)
天危地域の調査の際、山守制度を採つている1人の○林業経営者は、旧い社 

会に依存 しているととを近代人としてインフエリオリティ ・ コンプレックス 

を感じていると、ふと述べられたが、 との経営者の言葉は氏自身のキヤリヤ 

一からもたらされた 1個人の特別な感情ではな く、私はある意味で山村社会 

における林業経営者(山林所有者) ○問題点を指摘されたものと考える。と 

れまでの大規校林業が、 日本ﾡ業の構造的特質と いわれる広汎な零細感に よ 

石辛/:'半労型に依存 して き たし、 ま たそれ らは家でﾡ成される社会構造に全



面的に依 してきたととは改めて云うまでもない。 そして、こりした事実が 

山村社会の保守性、岡定性と して多 く ○社会科学者から指摘される点でもも 

る。

山守制度それ自体は、広大を林地面積を経営○基ﾡと して必要とする林業 

生産の技術的性格か らみれば、一つの経済的な管理方式である と とは明らか 

であるが、間題は林業経営者と山守との間に近代的合理的関係が有るか無い 

か・である。天ﾡでみられた山守の盗伐事件は、単に土地面積の広大さにもと 

づ く 管理の不十分さに起因するのではな く、経営者と山守の関係と く に山守 

に対す る 報酬が 明確に規定されて いなかっ た と と に起因 していたと 者 えられ 

る。愛知のT.S.氏は管理面積に応じて年当り2～5万円、 天ﾡ○S.U氏は月 

1万円の支払を行つていた。岩手のU.工.氏は金森に半継をﾡり、作業終了后 

の酒番と年1 回の慰安会を催していた。 U.I.氏○と う した行為がヒューマン 

・リレーンョンの上で大をな意味をもつととは否定しないが、労務調達、山 

の巡視等山守の役務忆対しては、近代化 とい 9 視角か ら提言する と ナば、 

やはり合理的な報酬制度の確立か望ま しいと言えよ っ。

林業経営者は山守の資格として「部落の資産家 •声望家」を挙げる例が多 

s 信頼できる人という意味では以上の条件が山守を選ぶ基準となるであろ 

うが、これは一面からみれば部落社会の リーグーを把える こと であり、私は 

とれが山村社会の保守性に連る ○ではないかと恐れるのである。林業経営が 

地域社会の中で、 近代的を震開をするためは、これまでの旧い地域社会の 

構造 に依存 した形態 か らの脱度が要請されているのではないだろ うか。工業 

生産と同様に安定的騒用 と近代的文化的生活水準を林業労働者に保障 し、近 

代的労資 体制 を 確立する ととではないだろうか。 とゥ した 条件 を も ったラン 

ドレス ・プロレタリアートと しての林業労働者が形成されて、初めて合理的 

た企業的林業経営が理念的に描くととができる。そして、大規模林業軽営の 

一貸経営 ・林業生産の機械化、林業労的者のﾡ極的養成或いは教育といつた 

方策が、 とっした理ﾡ型への有効な、 しかも現実的な方策であることは、段 

階差はあるとしても、 愛知県T.M.氏、 ○.M.氏の経営の実例からも指摘できる 

のである。

山守制度それ自体も、現在の林業経営者がつ くった ものでなく、先代又は 

々代がつく った歴史的な も ○で、 そとには永年月に培われた強い人間関係 

があり、も しそれ を改革 しよ う とすれば血の 出る よ うな深刻な間題である と 

とも十分理解できるのである が、林業経営が近代的経営へﾡ開できるか、で 

eないかは、結局は林業料営○主体の決意にかかつている○ではないだろ う 

か。

(4)
私は調査が末だ初期の段階であるのに、 大規模経営につへて一面的なﾡ想 

になつたのではないかと恐れる。正直のと ころ、今度はじめて大規模林業経 

営の実態にふれて、経営者が多くの困難な条件-例えば、相続する毎に株 

英規模を縮少させ、 ,永統的経営組織体" であるべき経営を破•壊する よ 2な 

牙盾した租税制度(相続税)、買付山林の材群の多寡にあるいは買付林木の 

材価のﾡ貴を期待するといつた商業資本的な零細な素材生産業といつた流通 

構造上の制約、あるい林業隆営者に「生産性を高める高度なしかも安定的 

技術を示して欲しい」といわ しめる ような現在の林業技術水準といった諸条 

件o中で、 "資産維持管理的。経営から企業的林業経営へ ○陣痛期にあり、 

個々の経営はそれぞれの条件下で合理化への努力を払つていへると と を知い 

こをで描象的に規定されている 「大林野所有者」という人間像ではなく、 

東畑教授のいう 企業者 と して○人間像を強く印象づけられたのである。

Kもかかわらず苦言を呈したのは、林業経営が個別の意志経済と して営ま 

九る以上、より合理的林常経営を確立するためには、経営者の自発的な合理 

性の追求、 そ○主体性が重要であると考えるからであり、また経営の根本的 

発展は、とれを阻害する社会的慣行ないしﾡ構の克服に よつて初めて可能で 

あると考えたか らである。

( な»本稿は林業経営者協議会々 報に提出 した原稿ーー全月報オ 1 5 号所 

収予定一に若千加筆したものである。 )


